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河

原

由

郎

　
　
【
要
約
】
　
両
差
路
は
万
代
で
は
天
下
の
産
米
生
産
地
で
、
路
費
の
生
産
力
は
商
藻
生
産
の
段
階
に
ま
で
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
西
域
の
生
産

力
は
鷹
代
に
お
い
て
発
揚
さ
れ
、
生
産
の
要
域
を
構
成
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
麿
末
・
五
代
の
争
乱
・
銭
氏
の
支
配
は
大
巾
に
戸
数
の
減
耗
を
来

し
、
著
し
い
生
産
の
低
下
を
み
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
戸
数
の
減
耗
は
税
役
負
担
の
過
重
に
よ
る
担
税
戸
の
減
耗
を
意
味
す
る
も
の
で
、
生
産
力
そ
れ

理
体
の
減
退
を
帯
し
も
意
味
し
た
わ
け
で
な
く
、
却
っ
て
土
地
所
有
の
な
か
に
生
産
力
は
潜
在
酌
に
温
存
さ
れ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
、
栄
初
に
於
け
る
過
重

負
担
か
ら
の
解
放
が
、
生
産
戸
の
増
加
、
特
に
主
戸
の
激
増
と
な
っ
て
、
路
域
生
産
力
の
著
し
い
向
上
・
発
展
を
み
た
こ
と
は
こ
れ
を
裏
付
る
と
云
え
る
。

　
宋
代
に
於
け
る
路
域
産
米
に
み
る
商
品
生
産
の
盛
況
は
生
産
に
対
す
る
資
本
の
直
接
投
入
を
み
て
、
　
大
土
地
所
有
を
推
進
し
て
い
る
。
　
而
し
て
高
度
生
産

饗
襲
爵
顎
駝
鳥
難
解
㍑
蕊
齪
凝
議
藩
狐
茄
酢
阻
難
軽
麟
溜
蘇
薦
…

大
、
生
産
農
戸
の
零
細
化
が
推
進
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
水
利
修
復
に
際
し
て
も
「
受
益
属
戸
の
工
・
料
の
負
担
」
の
原
刷
を
う
ち
た
て
な
が
ら
へ

も
・
奮
警
に
よ
る
霧
の
投
入
が
行
わ
れ
・
そ
れ
だ
け
に
水
利
の
占
有
と
壷
の
兼
蒙
塞
戸
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
・
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

一
　
五
代
の
大
土
地
所
有

　
宋
史
巻
八
八
地
理
志
で
両
翫
路
を
論
じ
て
「
蓋
禺
貢
揚
州
之
域
、

当
南
鍵
盤
女
之
分
、
東
西
紫
野
、
爾
控
震
沢
、
二
又
浜
干
海
、
有
繋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

塩
・
塒
鳥
・
杭
稲
之
産
：
：
：
」
と
需
っ
て
居
り
、
魚
塩
・
布
吊
と
と

亀
に
古
来
よ
り
杭
稲
の
地
、
即
ち
稲
作
地
で
あ
り
、
そ
の
生
産
力
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

陳
傅
良
の
『
止
斎
先
生
文
集
』
で
「
閲
漸
上
田
、
収
米
三
石
、
三
等
二
石
隔

と
云
い
、
准
海
髪
で
秦
観
は
財
用
を
論
じ
て
、
「
今
天
下
之
田
、
単
車

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

術
者
、
莫
聖
誕
・
越
・
閲
・
蜀
、
其
一
畝
所
出
、
視
他
州
蝋
数
倍
」

と
云
い
、
ま
た
『
尊
由
堂
集
』
巻
六
・
使
北
回
上
殿
割
子
で
「
大
軍
潅
頸
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百
畝
所
収
、
不
箕
面
十
畝
…
…
偏
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
最
高

の
生
産
力
を
示
し
て
居
り
、
実
に
宋
代
で
は
両
蓋
稔
ら
ば
天
下
足
る

の
事
態
に
ま
で
た
ち
至
っ
て
い
た
。
両
漸
の
地
味
に
関
し
て
は
、
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

者
は
す
で
に
論
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
こ
で
今
更
云
肉
す
る
を

や
め
る
が
、
要
す
る
に
極
め
て
地
力
に
霞
み
、
高
度
の
生
産
力
を
具

有
し
、
天
下
最
高
の
稲
作
地
で
あ
り
、
高
度
の
商
晶
生
産
地
域
で
あ

っ
た
。
両
漸
と
は
漸
江
の
東
・
西
の
地
域
を
指
す
も
の
で
、
古
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

会
稽
郡
・
奥
郡
で
あ
っ
て
、
す
で
に
南
北
時
代
に
於
い
て
南
朝
の
政

治
経
済
の
拠
点
と
な
り
、
大
巾
な
る
拓
耕
を
み
て
居
り
、
豊
代
に
入

る
と
、
い
よ
い
よ
進
捗
し
て
重
要
な
る
経
済
生
産
地
域
を
構
成
す
る

に
至
っ
て
居
る
。
杜
牧
の
「
漸
江
西
道
都
団
練
観
察
使
崔
灘
行
状
」

に
よ
る
と
、
唐
の
文
宗
の
頃
の
生
産
力
を
論
じ
て
コ
ニ
呉
・
国
用
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

半
は
こ
れ
に
よ
っ
て
い
た
」
と
し
て
い
る
。
勿
論
、
こ
の
表
現
は
い

さ
さ
か
誇
大
の
き
ら
い
な
い
で
も
な
い
が
、
そ
の
生
産
力
の
唐
代
経

済
に
占
む
る
地
歩
の
大
を
物
語
る
も
の
と
云
え
よ
う
。

　
要
す
る
に
そ
の
地
力
の
も
つ
潜
在
生
産
力
は
南
北
朝
・
晴
・
唐
を
通

じ
て
逐
次
開
発
さ
れ
、
少
く
と
竜
中
唐
以
降
で
は
重
．
聖
な
る
経
済
生

産
地
域
と
し
て
、
中
国
の
経
済
生
産
圏
域
を
構
成
し
つ
つ
あ
っ
た
も

の
で
、
従
っ
て
そ
れ
だ
け
に
荘
園
的
土
地
所
有
の
好
戦
の
対
象
と
な

っ
た
よ
う
で
、
事
実
、
先
掲
の
崔
螂
行
状
で
は
「
沃
土
多
く
豪
強
に

帰
し
…
…
」
と
あ
っ
て
、
荘
園
的
土
地
所
有
の
進
行
を
か
か
げ
て
居

り
、
す
で
に
大
土
地
所
有
者
の
営
利
投
資
を
み
る
に
至
っ
た
と
云
え

る
。
『
甫
里
先
生
文
集
』
で
、
唐
未
僖
宗
の
頃
の
人
た
る
物
学
蒙
は
松

江
の
甫
墨
に
於
け
る
荘
園
経
営
を
か
か
げ
て
「
…
…
年
三
〇
鑑
あ
り
、

田
は
一
〇
万
歩
（
呉
田
で
は
二
五
〇
歩
を
一
畝
、
従
っ
て
一
〇
万
歩
は
四
〇

〇
畝
に
当
る
）
、
牛
は
四
〇
蹄
（
一
Ω
駅
）
、
耕
夫
は
百
余
齢
（
一
〇
余
人
）

で
、
自
ら
耕
作
に
当
っ
て
居
り
、
ま
た
滝
野
あ
り
、
牛
捷
難
居
も
あ

り
、
桑
麻
の
栽
培
を
み
、
ま
た
茶
園
を
も
有
し
た
」
（
甫
塁
先
生
交
平

芝
｝
六
・
甫
里
先
生
伝
）
と
云
い
、
す
で
に
多
角
経
営
を
営
ん
で
い
た

と
し
て
い
る
。
勿
論
、
経
営
規
模
に
於
い
て
は
一
〇
万
歩
即
ち
四
〇

〇
畝
で
、
小
の
部
類
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
経
営
規
模
の
点
か
ら
し

て
も
、
こ
の
経
営
を
以
て
多
角
経
営
の
段
階
に
進
ん
で
い
た
と
推
断

す
る
こ
と
は
極
め
て
軽
率
と
申
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
し
か
し
多
角
生

産
の
行
わ
れ
た
こ
と
は
肯
定
出
来
る
も
の
で
、
従
っ
て
こ
の
よ
う
な

多
角
生
産
は
躍
然
そ
の
盛
行
と
と
も
に
腔
園
経
済
に
於
け
る
生
産
の

方
向
を
示
す
も
の
、
即
ち
商
品
生
産
へ
の
発
展
を
示
唆
す
る
も
の
と

し
て
注
目
し
て
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
な
お
『
宋
高
僧
伝
』
巻
工
ハ
の
文
挙

伝
で
は
「
台
臨
・
天
台
山
蝶
理
寺
の
主
事
掛
接
顧
は
僧
文
挙
と
と
も
に
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謀
っ
て
寺
荘
一
二
頃
を
舞
い
て
金
光
明
道
場
の
資
と
し
た
」
こ
と
を
、

円
心
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
寵
』
で
は
文
宗
朝
の
開
成
五
年
に
天
台

山
に
巡
礼
し
た
こ
と
を
記
し
、
そ
の
際
、
寺
院
は
多
く
の
荘
園
を
も

つ
て
い
た
こ
と
（
詞
懲
の
巻
二
、
巻
三
に
か
か
ぐ
）
を
、
ま
た
『
宋
高
僧

伝
』
巻
一
五
で
は
唐
の
貞
元
中
、
杭
州
無
論
山
の
道
標
は
荘
園
経
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

で
歳
収
量
癬
の
所
得
を
挙
げ
、
無
尽
財
を
遣
い
た
こ
と
を
、
と
も
ど
、

も
に
か
か
げ
て
居
り
、
両
漸
地
域
に
寺
院
荘
園
の
盛
行
し
た
こ
と
を
、

な
か
に
は
そ
の
余
財
に
よ
っ
て
無
尽
財
に
活
用
し
、
す
で
に
前
貸
付

の
活
動
を
営
ん
だ
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
ま
た
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
四
〇
・
帝
王
部
・
族
七
四
、
同
書
の
巻
七
五

七
総
録
部
七
・
孝
感
の
条
で
、
心
魂
七
年
三
月
壬
子
、
漸
江
東
道
の

上
奏
を
か
か
げ
て
「
越
州
薫
山
県
の
百
姓
李
溜
が
二
兄
の
藤
織
・
孤

姪
を
養
う
こ
と
二
〇
余
年
、
荘
田
の
租
税
を
自
ら
弁
じ
て
い
た
」
旨

を
云
肉
し
、
直
接
生
産
者
た
る
在
地
農
民
に
よ
る
荘
田
経
営
の
事
例

を
挙
げ
て
い
る
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
・
な
事
例
は
貴
族
・
寺
院
・
武
将

等
々
の
当
代
の
時
の
権
勢
に
よ
る
荘
園
経
鴬
の
事
例
の
多
い
の
と
比

較
す
る
と
き
、
当
時
で
は
全
般
的
に
観
た
場
合
、
全
く
稀
有
の
例
と

も
申
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
爾
漸
地
域
の
荘
園
経
営
上

に
お
け
る
先
進
性
を
窺
い
知
る
も
の
と
云
え
よ
う
。
．
要
す
る
に
地
力

豊
か
な
両
断
の
地
で
は
、
少
く
と
も
土
地
経
営
は
営
利
投
資
と
な
っ

て
居
り
、
荘
園
は
す
で
に
純
然
た
る
経
済
生
産
の
場
と
な
っ
て
い
た

こ
と
を
知
り
得
る
。

　
五
代
に
入
る
と
、
方
鎮
割
拠
し
て
、
総
じ
て
重
税
を
課
し
た
も
の

⑦で
、
な
か
で
も
両
新
は
呉
越
の
腐
骨
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

銭
氏
の
政
治
支
配
は
、
そ
の
支
配
域
が
小
で
あ
っ
た
が
故
に
、
税
負

担
を
両
瀟
地
域
の
生
産
戸
に
集
約
し
た
観
が
り
、
直
接
生
産
者
は
不

当
な
る
負
担
に
苦
し
み
、
従
っ
て
生
産
性
の
向
上
は
税
負
担
の
一
般

零
細
戸
に
は
、
左
程
に
見
出
せ
ず
、
生
産
は
大
土
地
所
有
に
よ
っ
て

た
か
め
ら
れ
て
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ

い
て
若
干
論
究
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
『
淳
薄
弱
山
千
』
巻
一
〇
・
版
籍
類
・
墾
田
の
条
に
、

沖
W
存
上
甲
偏
固
談
載
、
両
怒
田
氏
時
、
　
田
臨
「
米
三
斗
、
太
平
興
国
六
年
、
脇
旭
王
方

蟄
定
税
、
悉
令
晦
出
一
斗
、
謂
不
可
循
偽
三
法
…
…

と
あ
り
、
　
『
夢
漢
筆
談
』
巻
九
人
事
に
も
同
様
に
、

両
漸
田
税
、
再
三
斗
、
馬
標
国
腹
、
朝
廷
遣
王
覇
賛
均
画
題
雑
税
…
…

と
云
女
し
、
と
も
に
呉
越
銭
氏
の
時
毎
畝
三
斗
の
税
米
負
担
を
し
て

い
た
と
し
て
居
る
。
し
か
も
負
担
は
毎
三
三
斗
の
回
米
だ
け
で
は
な

か
っ
た
よ
う
で
、
明
の
文
面
の
『
閲
中
今
古
』
に
は
王
方
蟄
の
均
税
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の
こ
と
を
批
判
し
て
、

今
迄
漸
之
艮
田
、
畝
歳
税
五
升
、
与
撫
耗
不
過
一
斗
、
官
田
則
畝
税
不
一
、

有
及
一
石
者
、
倍
之
以
遠
、
民
終
歳
不
得
七
二
、
蔓
擬
民
之
田
、
其
税
額
有

　
一
千
余
、
則
野
曝
因
之
以
生
煎
、
兼
以
嶽
右
兼
勤
、
蒋
襖
額
軽
者
、
尽
属
三
家
、

而
痔
薄
額
三
者
、
皆
在
小
戸
、
諺
謂
『
宮
糧
弁
便
無
飯
』
正
風
此
也
、
天
下

之
田
、
未
能
研
究
其
税
額
之
多
少
、
以
吾
蘇
一
長
編
所
知
春
、
如
此
、
回
天

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

陰
門
然
、
将
不
勝
其
弊
。

と
云
っ
て
い
る
．
勿
論
、
こ
の
批
判
は
撃
方
蟄
の
一
率
毎
畝
一
斗
と

し
た
と
云
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
反
駁
で
あ
る
が
、
同
様
な
こ
と

は
毎
畝
三
斗
の
場
合
に
於
い
て
も
妥
当
す
る
も
の
で
、
事
実
五
代
呉

越
の
銭
氏
治
下
に
あ
っ
て
は
税
米
負
担
の
実
質
類
は
毎
畝
三
斗
に
と

ど
ま
ら
な
い
で
、
そ
の
上
に
ま
た
幾
多
の
雑
税
が
お
り
、
生
産
者
は

不
当
な
る
負
担
過
重
に
苦
し
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
　
『
宋
会
要
』

食
貨
七
〇
・
賦
税
雑
録
・
嘉
定
七
年
十
一
月
二
十
八
日
の
臣
僚
の
言

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ

｛
響
胴
…
庭
銭
氏
柵
拠
颪
四
葉
、
横
磯
供
軍
・
、
毎
田
山
一
敵
、
増
糎
六
畝
、
毎
地
十
畝
、

増
収
八
畝
、
謂
之
進
際
、
聾
帰
版
図
、
畜
殺
遣
使
除
酪
…
…

と
あ
っ
て
、
軍
・
費
支
弁
の
た
め
に
銭
氏
の
時
に
争
心
の
謝
が
行
わ
れ
、

田
は
一
〇
畝
に
つ
き
六
畝
を
虚
増
し
、
桑
地
は
一
〇
畝
に
つ
き
八
二

を
虚
増
し
、
そ
れ
だ
け
の
負
担
を
生
産
者
に
凹
課
し
た
と
し
て
居
9
、

そ
の
負
担
の
実
額
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
『
宋
会
要
』
食
貨
七
〇
・

賦
税
雑
録
・
乾
道
三
年
六
月
二
十
六
日
の
条
に
、

知
臨
三
葉
新
城
梨
歌
二
言
、
新
城
畑
田
畝
、
旧
縁
銭
氏
以
進
際
為
名
、
虚

　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

増
進
際
税
額
太
重
、
毎
田
十
畝
、
叢
雲
六
畝
、
計
毎
畝
絹
三
尺
四
寸
、
米
一

　
ふ
　
　
　
る
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

　
斗
五
升
二
合
、
桑
地
十
畝
、
虚
増
八
前
、
計
識
量
納
絹
四
尺
八
寸
二
分
、
此

之
謂
正
税
、
其
他
又
有
和
買
紬
絹
、
毎
田
一
漱
、
計
二
尺
四
寸
、
陸
地
一

州
、
計
三
尺
六
寸
、
配
管
折
手
小
麦
、
夏
秋
両
料
役
銭
、
総
計
一
畝
、
納
税

二
千
・
…
：

と
あ
っ
て
、
田
一
〇
畝
に
進
際
六
畝
を
虚
増
す
る
と
、
生
産
戸
の
毎

畝
の
負
担
額
は
絹
三
尺
四
寸
、
米
一
斗
五
升
二
合
と
な
り
、
桑
地
は

毎
畝
、
絹
四
尺
八
寸
二
分
に
相
当
す
る
こ
と
を
明
か
に
し
て
居
り
、

こ
の
外
に
和
買
の
紬
・
絹
の
負
担
は
一
畝
（
田
）
　
に
つ
き
二
尺
四
寸
、

桑
地
（
陸
田
）
は
三
尺
六
寸
、
　
ま
た
夏
・
秋
の
二
度
の
免
役
銭
の
徴

収
に
毎
畝
二
貫
に
及
ん
だ
と
し
て
居
り
、
そ
の
負
担
額
は
全
く
大
で

あ
り
、
決
し
て
正
税
の
場
合
だ
け
で
も
実
質
負
担
は
闘
か
に
税
米
三

斗
で
な
く
、
遙
か
に
こ
れ
を
上
廻
っ
て
い
た
こ
と
が
諒
承
さ
れ
る
。

　
し
か
も
加
う
る
に
有
名
な
身
丁
銭
（
米
・
絹
）
　
の
賦
課
が
あ
っ
た

竜
の
で
、
生
産
階
層
は
過
重
負
担
に
た
え
ず
大
巾
に
霞
己
の
田
業
を
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放
棄
し
た
も
の
の
よ
う
で
、
　
『
一
会
要
』
食
貨
六
一
二
・
農
田
雑
録
・

淳
化
元
年
九
月
の
条
に
よ
る
と
、

詔
江
沼
回
路
李
豊
銭
蟹
田
、
二
言
流
亡
、
棄
其
地
、
遂
為
鑛
土
…
…

と
あ
っ
て
、
五
代
の
頃
、
大
巾
に
民
の
二
業
を
捨
て
て
流
回
し
た
事

実
を
思
わ
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
自
営
農
騨
…
の
減
数
の
具
体

的
数
量
を
知
る
に
は
史
料
乏
少
の
故
に
明
確
に
し
が
た
い
、
た
だ

『
太
平
箕
宇
｝
記
』
の
所
掲
に
よ
る
各
州
ご
と
の
開
元
戸
・
皇
朝
戸

（
宋
朝
の
国
初
の
戸
）
と
の
数
に
よ
っ
て
、
そ
の
変
遷
を
知
り
、
わ
っ

か
な
が
ら
そ
の
実
態
を
う
か
が
い
得
る
に
す
ぎ
な
い
、
今
そ
の
あ
と

を
尋
ね
る
こ
と
と
し
よ
う
。

州
五
開
元
戸

皇
　
　
朝
　
　
戸

出

典

備
考

鰍
州

露
ナ

　
　
　
　
　
　
主
　
二
万
七
八
八
九

一
　
一
｝
刀
九
五
〇
〇
｛
各
　
　
　
　
　
七
一
瓢
〇
六

　
　
　
　
　
　
（
計
三
万
五
一
九
五
）

三
三
ハ
・
・
籍
籔
華

江
陰
軍
．

杭
州

…
主
　
　
　
　
七
六
閥
五

…
客
　
　
　
六
九
〇
六

…（

v
一
万
四
五
五
一
）

巻
九
一
・
涯
南
東

道
三

巻
九
二
・
江
南
東

．
道
四岡

　
右

州県温海禺三

半撫
害瓠一

繊細

八
万

お

五
．．Qun一

審駐
七　一一．4

蕎謹

跨
道巻
鷲九

藁
附

東

濁
列

睦
州

秀
州

越
州

衛
州

整
州

明
州

台
南

温
州

処
州

潤
四

五
万
九
…
．
馨
計
八
七
四
八

二
万
二
七
〇
〇

陥
戸
載
蘇
州
籍

六
万
四
一
〇
〇

二
万
七
一
〇
〇

巻
九
四
・
江
南
東

道
六

主
客
戸
　
　
　
　
　
・
巻
九
五
・
江
常
東

　
　
一
万
二
二
五
一
雑
載

　主
　餐
二二戸

互

〇

五

型
釜
万
六
四
凱

同
　
右

巻
L
兀
山
回
㌔
江
山
野
冊
得

道
八

主
客
一
万
九
八
五
九

　
　
　
　
　
、
慈

一
万
圏
三
〇
〇
客

　
　
　
　
　
、
劃

　
　
　
　
　
　
客

　
　
　
　
　
　
三

二
万
一
〇
〇
〇
客

…
巻
九
七
G
江
南
東

道
九

A
o
der　T．一　C1

＿、．一／、ノV

（）照二

九

　
　
　
　
　
　
　
　
一
万
○
八
七
八

四
万
二
二
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
一
万
六
・
八
〇
一
瓢

　
　
　
　
　
　
（
コ
訂
二
噌
力
．
七
六
八
一
）

　
　
　
　
　
　
；
一
遍
，
矧
剥
判
四
九
惣
，

　
　
　
　
　
　
　
　
一
万
四
四
四
二

　
　
　
　
　
　
（
計
三
万
一
九
縢
｝
）

　
　
　
　
　
　
主

一
万
六
二
〇
〇
［
客

　
　
　
　
　
　
（
計
四
万
〇
七
四
〇
）

一
万
九
七
〇
〇

五
万
四
五
〇
〇

道巻
一九　　同
○八

　・　霜
堅

　解
　東

詞
　
右

ン
諏
鵡
楚
鱗
畷
．
江
糟
束

る鰯どのも
　二三嘉と
　に県下蘇
　よのな州

主
客
二
｝
刀
（
）
五
八
轟
ハ
　
　
岡
　
　
右

避
無
蝉
茸
九
．
江
当
主

表
に
よ
っ
て
戸
数
増
滅
の
あ
と
を
尋
ね
て
み
る
に
、
台
・
温
・
処
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北宋期・両漸路の土地所有の問題について（河原）

の
一
二
州
は
例
外
的
に
皇
朝
戸
は
開
元
戸
に
比
し
て
数
的
増
加
を
示
し

て
い
る
が
、
他
の
す
べ
て
の
四
諦
は
全
体
的
に
み
て
減
数
し
て
い
る
。

特
に
蘇
州
・
常
州
・
潤
州
の
如
き
は
激
減
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
蘇

州
は
照
元
戸
一
一
万
九
五
〇
〇
戸
で
あ
る
に
対
し
、
皇
朝
戸
は
主
思

二
万
七
八
八
九
、
客
戸
七
三
〇
六
、
計
三
万
五
一
九
五
と
激
減
し
て

い
る
。
勿
論
、
表
中
の
備
考
に
か
か
げ
て
い
る
よ
う
に
誤
記
の
う
ち

酔
興
・
野
塩
・
劇
画
の
三
県
は
割
出
し
て
秀
州
を
劇
め
て
居
り
、
従

っ
て
秀
州
の
皇
朝
二
二
万
三
〇
五
二
戸
を
加
え
る
と
、
五
万
八
工
四

七
戸
と
な
る
。
こ
れ
を
岡
一
地
域
に
当
る
開
元
戸
の
そ
れ
と
比
較
す

る
と
き
、
な
お
そ
の
半
数
を
下
廻
る
の
実
態
に
あ
る
と
申
さ
ね
ば
な

ら
な
い
。
岡
じ
く
常
州
の
場
合
を
み
る
と
、
開
元
戸
一
〇
万
二
六
〇

〇
に
対
し
、
皇
朝
戸
は
主
戸
二
尊
八
〇
七
穴
客
語
二
万
七
四
八
一

で
、
二
五
万
五
五
五
二
と
な
っ
て
居
る
。
う
ち
江
陰
県
は
割
出
し
て

江
陰
軍
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
江
官
軍
の
皇
朝
戸
た
る
主
戸
七
六
四

五
、
客
六
九
〇
六
、
計
一
万
四
五
五
一
を
加
え
て
も
、
総
計
七
三
〇

一
〇
三
と
な
っ
て
、
三
万
戸
の
減
数
を
み
て
居
り
、
潤
州
も
大
約
二

万
八
○
○
○
と
減
数
し
て
い
る
。
し
か
竜
こ
の
三
州
は
二
代
に
至
る

と
、
湖
州
・
秀
州
と
と
も
に
馬
蝉
、
即
ち
呉
郡
の
沃
土
を
構
成
し
、

天
下
の
稲
作
地
と
し
て
最
高
の
生
産
を
挙
げ
た
竜
の
で
、
本
質
的
…
に

極
め
て
地
力
に
秀
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
州
域
に
戸

数
の
大
い
な
る
減
耗
を
み
た
の
は
、
明
か
に
言
訳
・
五
代
に
わ
た
る

不
断
の
負
担
過
重
に
よ
る
自
営
小
農
階
圏
の
没
落
・
流
涯
に
よ
る
も

の
と
申
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
、
岡
様
な
こ
と
は
戸
数
の
減
を
み

た
指
縄
に
電
妥
当
す
る
竜
の
と
云
え
る
。

　
箕
叢
記
所
管
の
皇
朝
戸
は
『
太
平
箕
宇
記
』
の
姦
賊
に
よ
っ
て
わ
か

　
　
　
⑨

る
よ
う
に
、
太
平
興
国
年
間
、
或
は
そ
の
前
後
の
も
の
で
、
宋
初
雛
た

る
点
は
間
違
な
い
。
従
っ
て
開
元
戸
と
皇
朝
戸
の
戸
数
の
変
動
は
明

か
に
唐
末
・
五
代
の
戸
数
の
変
遷
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
原

則
的
に
み
て
戸
数
減
は
唐
末
・
五
代
の
戸
数
減
耗
に
基
限
す
る
も
の

と
云
う
べ
き
で
、
特
に
病
訴
に
呉
越
・
銭
遣
の
政
治
支
配
の
も
と
、

過
重
の
税
負
担
が
な
さ
れ
て
い
た
が
故
に
、
銭
無
の
治
下
に
あ
っ
て
、

例
外
を
除
い
た
ら
、
全
体
的
に
み
て
明
か
に
戸
口
減
耗
し
た
も
の
と

み
て
宜
し
か
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
毘
山
の
人
、
鄭
鷹
の
指
摘
す
る
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
蘇
州
の
税
米
は
「
国
初
わ
っ
か
に
一
七
・
八
万
石
、

　
　
　
　
こ
こ

今
は
即
ち
於
に
三
四
・
五
万
屑
」
（
呉
郡
志
巻
一
九
）
と
あ
っ
て
、
今
代
・

国
初
で
は
一
七
万
石
乃
至
は
一
八
万
石
と
し
て
居
り
、
恐
ら
く
こ
れ

は
五
代
の
銭
氏
支
配
の
税
米
の
実
額
に
近
い
竜
の
と
み
る
べ
き
で
、

税
米
三
四
万
石
乃
至
三
五
万
贋
は
郷
黒
影
命
中
の
も
の
で
、
恐
ら
く

25　（509）



は
煕
寧
年
闘
で
あ
ろ
う
。
こ
の
税
米
の
増
収
は
そ
こ
に
…
州
域
の
農
業

生
半
力
の
成
長
を
う
か
が
い
得
る
、
し
か
も
逆
に
税
米
一
七
・
一
八

万
石
は
五
代
に
於
け
る
戸
数
減
に
よ
る
鵬
薫
化
の
現
実
を
思
わ
し
む

る
も
の
で
、
先
掲
の
「
民
器
流
亡
、
遂
為
二
三
」
（
宋
会
要
・
食
貨
六

三
．
農
田
雑
録
）
と
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
実
態
を
指
摘
し
て
い
る
竜
の

で
、
五
代
の
難
役
負
担
の
過
重
は
論
纂
の
竜
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推

考
せ
ら
れ
る
。
こ
の
負
担
の
加
重
は
必
然
的
に
税
租
の
不
均
を
招
来

す
る
も
の
で
、
梁
克
家
の
『
淳
隅
…
三
山
志
』
で
は
、

皇
朝
太
平
興
團
五
年
有
言
、
術
漸
大
戸
、
釈
賦
反
磁
、
貧
下
之
家
、
豪
雨
則

　
　
⑩

重
…
…

と
あ
り
、
　
『
宋
優
姿
』
の
農
田
雑
録
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

宜
令
土
州
、
籍
其
朧
畝
之
数
、
均
其
秘
、
毎
歳
十
分
減
其
三
、
以
為
定
制

と
あ
っ
て
、
と
も
に
一
は
六
器
の
不
均
を
、
他
は
不
均
の
匡
正
を
、

即
ち
換
讃
す
れ
ば
、
偽
御
法
即
ち
偽
編
下
の
税
租
の
不
均
と
そ
の
匡

正
と
を
う
た
っ
て
居
り
、
明
か
に
五
代
銭
氏
の
治
政
下
に
於
け
る
大

儀
　
（
大
姓
）
　
の
土
地
所
有
に
よ
る
雪
遊
の
不
均
の
厳
存
を
推
考
さ
せ

る
も
の
が
あ
る
。
惟
う
に
過
重
な
る
税
負
担
の
強
制
は
、
例
外
な
し

に
す
べ
て
に
均
溢
せ
ら
れ
た
わ
け
で
な
く
、
在
地
の
実
力
者
即
ち
大

宰
・
大
戸
は
自
ら
は
不
当
な
る
課
役
負
担
を
規
翻
し
な
が
ら
、
生
産

戸
た
る
一
般
零
細
農
戸
に
負
わ
せ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
所
謂
…
「
大
戸

の
租
賦
は
か
え
っ
て
軽
く
、
貧
下
の
家
の
輸
納
は
剴
ち
重
し
」
の
現

象
の
生
れ
た
わ
け
が
あ
る
。
そ
も
そ
・
も
不
均
は
負
担
過
重
に
則
し
て
、

そ
の
回
合
を
増
し
、
一
般
生
産
階
層
の
流
澄
を
促
す
わ
け
で
、
従
っ

て
ま
た
大
戸
（
大
愚
）
　
の
土
地
所
有
は
、
　
こ
れ
に
よ
っ
て
推
進
せ
ら

れ
、
没
落
生
産
者
の
階
層
を
収
容
し
大
巾
に
荘
圏
経
営
を
み
る
に
至

っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
宋
初
、
当
局
が
両
漸
路
に
於
い
て
、
不
均
を
匡
正
し
、
生
産
者
の

輪
業
の
復
帰
を
統
極
的
に
・
6
3
ち
出
し
た
わ
け
は
ま
た
こ
こ
に
あ
っ
た

と
云
え
よ
う
。
要
す
る
に
五
代
、
銭
幾
の
政
治
支
配
の
下
に
あ
っ
て
、

両
漸
の
地
は
負
担
の
過
重
に
よ
っ
て
、
　
一
般
生
産
階
暦
の
戸
数
減
を

み
、
恥
鑛
土
の
展
胴
．
も
み
ら
れ
た
が
、
ま
た
反
面
、
荘
園
的
土
地
噺
有

は
そ
れ
に
竜
か
か
わ
ら
ず
屏
配
す
る
こ
と
な
く
推
進
し
て
行
っ
た
と

申
さ
れ
る
。
無
実
、
藩
鎮
割
拠
の
五
代
に
あ
っ
て
は
、
群
雄
は
在
地

有
力
噺
の
協
力
を
必
要
と
し
た
も
の
で
、
呉
越
銭
氏
も
ま
た
そ
の
例

外
た
り
う
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
特
に
両
漸
の
地
力
か
ら
し
て
、

形
勢
力
及
戸
、
即
ち
現
地
有
産
者
に
よ
る
土
地
所
有
は
一
貫
し
て
推

進
さ
れ
た
と
見
て
あ
や
ま
り
あ
る
ま
い
。
ま
た
惟
う
に
荘
園
的
土
地

所
有
と
し
て
在
地
有
力
者
に
よ
る
農
村
共
同
体
に
於
け
る
土
地
支
配
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が
継
続
し
た
と
こ
ろ
に
、
五
代
に
於
け
る
戸
数
の
減
少
は
、
そ
の
ま

ま
直
ち
に
生
産
力
の
減
少
と
は
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
が
あ
る
も
の
で
、

ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
わ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
も

宋
初
に
み
る
両
漸
路
の
生
産
力
の
驚
異
的
増
大
と
釣
戸
増
と
は
、
明

も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　

も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

か
に
五
代
の
両
国
聖
域
の
戸
数
減
が
税
負
担
戸
の
減
数
で
あ
っ
て
、

ち
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
セ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
も
　
　
ね
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
も

大
巾
な
る
生
産
力
そ
れ
自
体
の
哀
退
を
意
味
す
る
屯
の
で
な
く
、
生

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
エ
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

産
力
は
却
っ
て
土
地
所
有
の
な
か
に
温
存
さ
れ
、
育
成
さ
れ
て
行
つ

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
る
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ

た
こ
と
を
適
切
に
示
唆
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

二
　
路
域
生
産
戸
と
土
地
所
有
の
出
題

　
　
　
　
　
工

　
宋
に
よ
る
天
下
統
一
は
、
こ
こ
に
園
　
家
権
力
の
も
と
生
産
力
を
拡

充
し
生
産
階
層
を
安
難
し
、
財
政
的
基
盤
の
強
化
を
計
ら
ん
と
す
る

方
策
を
当
然
要
請
し
た
竜
の
で
、
こ
の
受
講
に
応
え
た
も
の
の
一
つ

と
し
て
、
至
道
二
年
の
陳
靖
の
勧
農
策
が
あ
る
。
陳
靖
の
勧
農
策
に

つ
い
て
は
筆
者
が
さ
き
に
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
贅
言

す
る
ま
で
も
な
い
。
要
す
る
に
生
産
階
顯
の
安
輯
と
前
貸
付
か
ら
の

救
済
、
税
負
担
か
ら
の
解
放
と
軽
減
と
を
打
ち
出
し
て
居
る
。
両
漸

路
に
対
す
る
直
接
勧
農
策
は
す
で
に
淳
化
元
年
九
月
に
う
ち
立
て
ら

れ
、
税
租
の
均
担
と
箏
軽
滅
、
游
民
の
安
輯
等
六
の
方
策
を
講
じ
て
［
居

る
（
宋
会
要
．
食
貨
六
三
．
農
田
雑
録
．
淳
化
元
年
九
月
の
詔
）
。
か
く
五
代

銭
氏
以
来
の
所
謂
「
偽
国
の
鋼
（
偽
制
）
」
に
よ
る
税
負
担
は
両
漸
路

の
生
産
力
復
興
に
阻
害
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
の

廃
棄
は
農
政
上
の
焦
圏
の
急
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
『
続
資
治
通

鑑
長
編
』
巻
二
丁
太
平
興
国
五
年
十
二
月
辛
卯
の
条
に
左
拾
遺
直
史

館
張
聖
賢
が
上
奏
し
て
「
通
儒
を
審
別
し
て
路
を
分
っ
て
、
両
面
・
江

南
∵
荊
湖
・
西
川
・
嶺
南
・
河
菓
に
採
訪
し
、
偽
命
の
田
賦
の
苛
重

な
も
の
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
改
正
せ
ん
こ
と
」
を
論
じ
た
こ
と
を
か

か
げ
て
い
る
が
、
こ
の
上
奏
は
直
ち
に
当
局
の
罷
れ
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
よ
う
で
、
両
漸
路
に
関
し
て
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
王
方
蟄

を
派
遣
し
て
両
前
の
雑
税
を
均
に
し
て
、
す
べ
て
一
拳
ご
と
一
斗
の

　
　
　
　
　
　
⑫

税
米
と
し
て
い
る
。
し
か
し
一
律
に
毎
畝
税
米
一
斗
と
し
た
こ
と
に

関
し
て
は
多
少
の
疑
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
。
乱
暴
の
『
墨
染
琴
川

志
』
巻
六
・
叙
賦
税
の
条
で
は
呉
越
の
銭
氏
の
苛
税
を
除
い
て
王

永
∴
燭
象
牙
を
遣
し
て
税
額
を
均
憂
し
た
こ
と
を
か
か
げ
、
そ
の
な

か
で
、

…
…
只
作
中
・
下
田
等
、
中
田
一
畝
、
夏
税
銭
四
文
四
分
、
秋
挿
入
升
、
下

田
一
葉
、
銭
三
文
三
分
、
米
七
升
四
合
、
取
於
民
春
、
不
過
如
此
。

と
あ
っ
て
、
田
土
を
す
べ
て
中
・
下
の
両
蝉
、
に
し
て
、
中
田
は
一
掬
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に
つ
い
て
農
振
銭
四
文
四
分
、
秋
米
八
升
、
欝
欝
は
一
回
に
つ
き
夏

鳶
銭
三
文
三
分
、
米
七
升
四
合
し
て
い
る
。
　
『
淳
熈
三
山
志
』
で
も

同
じ
く
王
永
・
高
象
先
の
均
税
の
こ
と
を
か
か
げ
て

…
…
総
夏
税
銭
二
万
三
百
八
十
四
貫
有
奇
、
蕾
米
十
七
万
三
千
九
百
四
十
余

石
、
未
幾
復
調
、
著
作
佐
郎
李
妥
再
至
、
始
三
冠
暁
諸
雑
沿
徴
物
色
、
更
以

官
私
田
産
、
均
為
中
下
心
等
、
定
税
、
中
田
晦
産
銭
四
文
四
分
・
米
八
升
、

下
田
晦
三
文
七
分
・
米
七
升
瞬
勺
（
合
）
、
園
晦
一
十
文
、
丁
人
輸
銭
百
、
為

夏
隣
銭
一
万
五
千
六
十
三
貫
二
百
六
文
、
米
一
十
万
二
千
五
百
二
十
八
石
四

、
、
、
、
、
⑭

斗
六
升
八
合
。

と
し
て
居
り
、
王
永
∴
局
領
内
に
よ
っ
て
五
代
の
沿
魔
羅
米
も
両
税

額
に
入
れ
て
議
定
し
夏
野
銭
二
万
三
八
四
貫
、
苗
米
一
七
万
三
九
〇

〇
余
茄
と
し
た
が
、
さ
ら
に
つ
い
で
著
作
下
郎
李
妥
を
遣
し
て
愚
僧

物
色
を
減
じ
て
、
官
私
の
田
図
を
中
・
下
の
二
等
と
し
、
中
田
は
毎

畝
産
銭
四
文
四
分
、
米
八
升
、
下
田
の
三
文
七
分
、
米
七
升
四
合
と
し

て
居
り
・
、
一
応
、
両
磁
路
の
二
税
の
税
米
は
一
斗
を
超
え
る
こ
と
は
な

い
と
観
ぜ
ら
れ
る
っ
し
か
し
郵
税
銭
の
四
文
四
分
（
下
期
三
文
七
分
、

但
し
淳
祐
琴
川
志
で
は
三
文
三
分
）
の
負
担
と
園
宅
に
対
し
て
は
毎
畝

一
〇
文
の
税
銭
の
賦
課
が
あ
り
、
ま
た
等
し
く
百
文
の
身
丁
銭
の
税

収
が
あ
っ
て
、
実
際
の
負
担
は
五
代
沿
無
銭
米
が
削
除
さ
れ
た
こ
と

は
云
え
、
そ
の
負
担
は
単
に
税
米
一
斗
だ
け
の
負
担
に
と
ま
ど
っ
て

居
ら
ず
、
仮
に
一
様
に
中
田
の
秋
税
八
升
、
下
田
七
升
四
合
と
し
て

も
、
当
時
の
農
村
の
村
落
構
造
の
実
態
か
ら
し
て
、
負
担
は
決
し
て
小

で
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。
周
藤
吉
之
氏
は
曙
、
宋
会
要
』
食
貨
七
〇
・

賦
税
雑
録
・
乾
道
一
二
年
六
月
二
十
六
日
の
知
臨
…
安
府
新
城
県
秋
乗
の

轡
に
よ
る
新
城
県
の
税
負
担
の
実
態
を
か
か
げ
ら
れ
て
、
五
代
の
進

際
負
担
、
即
ち
、
「
田
は
一
〇
畝
に
つ
い
て
虚
挙
証
畝
、
一
癖
の
税
額

は
絹
三
尺
四
寺
際
負
担
、
即
ち
と
米
一
斗
五
升
二
合
、
追
肥
（
圏
宅
）

は
一
〇
畝
に
虚
増
八
畝
、
一
畝
の
税
額
は
絹
四
尺
八
寸
二
分
偏
の
負
担

は
、
新
城
県
に
関
す
る
限
り
は
う
け
つ
が
れ
、
天
聖
・
皇
祐
年
間
の
典

売
文
書
に
も
、
進
際
に
よ
る
虚
増
食
歩
し
、
実
量
頃
畝
と
と
も
に
登
載

さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
（
宋
代
の
両
税
負
担
、
特
に
毎
畝
の
両
税
額

に
つ
い
て
一
『
中
欧
土
地
制
度
史
研
究
」
）
。
従
っ
て
新
城
「
県
で
は
、
明
か
に

税
米
一
斗
を
上
廻
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
進
際
は
呉
越
が
宋
朝

の
版
図
に
編
入
さ
れ
る
と
き
に
、
新
城
県
と
臨
安
県
の
二
県
を
除
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
、
他
の
諸
県
は
全
面
的
に
免
除
し
て
艦
り
、
従
っ
て
臨
安
県
も
岡
様

に
税
米
一
斗
を
遙
か
に
上
廻
っ
て
い
た
こ
と
を
諒
承
し
得
よ
う
。
な

お
『
宋
会
要
』
食
貨
六
三
の
大
中
祥
符
六
年
六
月
の
条
に
、
監
察
御
史

張
廓
が
唐
の
宇
文
融
の
条
約
に
よ
っ
て
均
議
す
べ
し
と
す
る
上
言
に
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対
す
る
真
宗
の
言
を
か
か
げ
て
、

帝
日
此
事
未
可
遽
行
、
然
人
言
天
下
、
税
賦
不
均
、
豪
富
形
勢
考
、
田
多
而

税
少
、
貧
弱
地
薄
年
税
重
、
由
是
、
富
薪
益
窟
、
貧
者
鴬
野
。

と
云
々
し
て
居
り
、
有
産
戸
の
田
多
く
し
て
税
少
し
の
実
態
、
即
ち

不
均
の
実
態
は
改
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
両
漸
路
に

あ
っ
て
は
一
律
に
田
を
中
・
下
の
二
等
と
し
、
税
米
を
八
升
、
七
升

四
合
と
し
、
税
米
・
税
銭
の
総
額
に
於
い
て
大
巾
な
る
軽
減
を
み
て

居
る
が
、
こ
れ
は
有
産
戸
に
と
っ
て
恩
恵
と
な
り
得
て
竜
、
下
部
末
端

の
零
細
戸
に
と
っ
て
は
果
し
て
愚
恵
た
り
得
た
か
は
大
い
な
る
疑
問

で
あ
り
、
真
宗
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
貧
弱
な
る
も
の
は
地
貸
せ

て
税
重
し
で
、
一
様
に
税
米
一
斗
と
し
て
も
、
そ
の
実
、
一
般
農
戸
の

税
負
担
は
、
こ
れ
を
上
廻
っ
て
い
た
と
云
え
よ
う
。
陳
靖
の
勧
農
策

の
な
か
で
、
逃
民
の
帰
様
、
丁
口
授
田
の
こ
と
を
か
か
げ
て
、

…
…
量
田
輸
税
、
一
二
力
不
足
、
官
借
羅
銭
、
或
以
市
肉
身
、
或
以
営
耕

具
、
凡
此
二
二
、
委
於
司
農
、
比
及
秋
成
、
閣
令
償
直
、
作
時
価
出
納
、
以

其
成
熟
、
関
山
洞
戸
部
…
…
（
宋
史
・
食
貨
志
上
一
・
班
田
）

と
訟
っ
て
、
無
産
戸
を
し
て
独
立
自
営
の
農
民
た
ら
し
む
る
た
め
に

は
、
官
慮
ら
が
銭
米
を
貸
与
す
る
等
、
保
護
・
原
生
の
必
要
で
あ
る

旨
を
強
調
し
て
い
る
。
事
実
、
無
産
戸
を
し
て
独
立
膚
鴬
の
自
作
農

（
主
戸
）
た
ら
し
め
る
に
は
、
そ
の
脆
弱
性
か
ら
し
て
、
多
く
は
保

護
・
厚
生
を
直
接
的
に
及
ぼ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
実
態
に
あ
っ
た
。
し
か

し
こ
れ
ら
脆
弱
な
る
生
産
階
層
の
個
々
は
、
封
建
祇
会
の
村
落
構
造

か
ら
し
て
、
共
同
体
の
下
部
末
端
に
わ
た
り
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て

そ
の
保
護
厚
生
の
徹
底
を
期
し
難
い
実
状
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
在
地

の
小
農
生
産
戸
と
な
り
得
て
も
、
そ
の
脆
弱
性
を
払
拭
す
る
こ
と
は

殆
ん
ど
不
可
能
に
近
か
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
ま

た
他
爾
、
太
平
興
国
五
年
度
の
王
永
・
高
庭
先
に
は
じ
ま
る
税
租
の

均
定
は
、
著
作
佐
郎
李
妥
の
沿
徴
銭
米
の
削
除
も
あ
っ
て
、
総
額
に

於
い
て
置
銭
一
万
五
〇
〇
〇
余
貫
、
税
米
一
〇
万
二
五
〇
〇
黒
石
と

な
っ
て
居
り
、
五
代
呉
越
銭
氏
の
政
治
下
の
時
の
そ
れ
に
比
較
す
る

と
き
頗
る
軽
減
さ
れ
た
と
云
う
べ
き
で
、
両
逝
の
二
つ
潜
在
生
産
力

の
利
点
か
ら
し
て
、
そ
れ
だ
け
に
生
産
戸
の
田
無
復
帰
を
よ
り
可
能

に
し
主
戸
の
増
加
を
み
た
こ
と
は
蔽
う
べ
く
も
な
い
。
宋
初
に
み
る

主
戸
漸
増
と
生
産
力
の
向
上
は
こ
れ
を
証
す
る
と
云
え
よ
う
。
　
『
宋

会
要
』
食
貨
六
三
・
野
田
雑
録
・
天
袈
五
年
十
一
月
の
詔
文
に
、
天

聖
五
年
以
前
の
佃
客
の
移
動
は
主
人
の
愚
由
を
必
要
と
し
た
が
、
こ

れ
を
改
め
て
、

…
…
禽
今
後
、
客
継
起
移
、
更
不
潔
主
入
懸
由
、
二
君
田
収
田
夕
日
、
商
量

29　（513）



去
住
、
判
取
穏
便
、
即
不
得
非
隠
衷
私
註
移
、
如
是
主
人
非
理
欄
占
、
許
経

県
軽
罰
。

と
云
い
、
大
土
地
所
有
か
ら
の
直
接
生
産
戸
の
解
放
を
か
か
げ
て
い

る
。
勿
論
、
こ
の
詔
交
の
実
効
に
つ
い
て
は
多
大
の
疑
閲
が
あ
ろ
う

が
、
し
か
し
当
時
の
主
戸
増
の
大
勢
に
即
応
し
た
措
置
と
し
て
注
日

し
て
宜
し
か
ろ
う
。

　
勿
論
、
両
直
路
の
大
土
地
所
有
は
す
で
に
唐
・
五
代
の
あ
と
を
う

け
て
、
他
の
地
域
に
於
け
る
と
同
様
に
宋
代
に
入
っ
て
い
よ
い
よ
普

遍
化
し
て
い
る
。
こ
の
普
遍
化
の
も
と
に
特
記
す
べ
き
こ
と
は
土
地

所
有
が
往
々
に
し
て
、
水
利
の
占
有
と
い
う
方
向
に
む
か
っ
て
推
進

さ
れ
て
居
り
、
路
域
の
荘
園
鮎
掛
が
水
利
占
有
と
い
う
か
た
ち
に
於

い
て
押
し
進
め
ら
れ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
に
両
漸
路
に
於
け
る
土
地
経

営
の
一
黙
黙
が
あ
る
と
云
え
よ
う
。

　
惟
う
に
こ
れ
は
、
両
県
路
の
地
味
か
ら
し
て
、
水
利
と
生
産
と
が

不
可
分
で
、
従
っ
て
荘
園
経
営
の
た
め
に
水
利
の
専
有
が
不
可
欠
で

あ
っ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。
今
、
宋
代
初
期
に
つ
い
て
、
こ
の
事
例
を

か
か
げ
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、

ω
　
皇
祐
元
年
正
月
二
十
五
日
、
両
漸
転
運
司
言
、
知
越
州
余
挑
県
謝
景
初

　
申
当
県
肢
湖
三
十
一
所
、
叢
係
衆
戸
植
利
蔭
田
、
内
二
十
一
所
、
見
矛
図
経
、

　
難
問
有
被
形
勢
豪
強
人
戸
講
掛
、
作
田
納
租
課
、
従
来
遂
廃
水
利
去
処
、

　
難
累
有
詔
敷
及
赦
今
、
由
沢
破
湖
不
得
占
固
、
即
無
明
言
不
得
請
射
殺
種
、

　
及
無
簿
拘
管
、
所
以
官
司
夏
野
詰
託
、
或
致
受
納
賂
遺
、
令
形
勢
豪
強
人

　
戸
請
射
作
田
、
以
起
臥
租
税
為
名
、
収
作
三
業
、
民
田
蔭
瀧
之
利
、
其
弊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
不
）

　
不
細
、
請
下
本
属
画
聖
簿
拘
管
、
永
別
衆
戸
蔭
漉
之
利
、
今
後
更
得
以
起

　
納
租
税
為
名
、
就
行
請
躬
、
如
違
、
其
所
譜
人
及
所
給
官
司
、
重
行
朝
典
、

　
本
司
歓
依
三
景
初
回
請
、
明
麗
簿
籍
三
管
破
湖
、
永
充
衆
戸
貯
水
三
田
、
更

　
不
許
以
起
回
報
税
旧
名
請
射
、
伽
令
知
環
常
行
検
察
、
二
一
、
其
所
請
頭

　
主
及
所
給
付
官
司
、
各
乞
厳
行
勘
断
奏
聞
、
事
下
三
司
、
三
司
馬
度
、
乞

　
今
後
江
潅
・
両
三
・
荊
湖
路
州
軍
、
如
有
殴
湖
明
置
簿
拘
管
、
永
為
衆
多

　
貯
水
客
演
、
更
不
許
人
戸
以
起
納
租
税
為
名
蝋
行
請
射
、
彷
令
知
県
常
行

　
検
察
、
勘
違
、
其
所
請
人
豪
邸
給
付
官
司
、
各
氏
噛
癖
法
、
葉
陰
（
朱
会

　
要
・
食
貨
七
水
利
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
塘
）

㈲
嘉
祐
五
年
五
月
、
知
秀
州
羅
挺
言
、
乞
今
後
諸
処
蘭
書
及
運
河
辺
田
土
、

　
不
憾
言
令
諸
色
人
及
官
員
講
射
、
　
福
建
私
冨
侵
占
耕
、
　
磁
隔
年
博
論
…

　
…
、
詔
都
水
監
禁
度
以
聞
、
監
司
蒲
詳
、
蓋
逐
路
転
貸
司
及
州
県
並
不
検

　
条
約
挙
行
、
是
致
豪
勢
人
将
衆
戸
蓄
水
破
湖
請
射
雲
雨
租
税
、
有
妨
皐
歳

　
漉
救
罠
田
、
今
欲
乞
下
逐
路
潮
間
司
、
依
羅
振
強
請
施
行
、
如
違
、
乞
以

　
違
制
科
罪
、
従
之
（
宋
会
要
・
食
貨
七
水
利
上
）

の
　
嘉
祐
五
年
七
月
二
十
四
揖
、
両
漸
転
機
司
言
、
睦
州
綱
底
県
令
劉
公
臣
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北多　ミ期・両断路の土地所膚の問題について（河源）

　
喬
、
民
間
有
学
漢
澗
・
溝
渠
・
泉
源
、
擾
連
山
江
、
多
層
富
嶽
朝
家
、
漸

　
次
施
工
壌
築
、
作
田
耕
種
、
無
力
之
人
、
鋤
彫
接
連
、
或
遇
水
張
、
並
不

　
約
水
室
田
、
園
董
害
稼
及
訟
干
官
、
又
為
富
豪
人
戸
呼
売
産
之
象
、
通

　
為
弊
倖
、
三
文
契
罫
分
画
帖
内
、
広
定
四
三
、
…
…
無
卦
天
下
郡
県
郷

　
村
、
有
古
来
漢
澗
・
溝
渠
・
泉
巨
霊
処
、
並
不
得
人
戸
作
簾
坂
築
占
拠
為

　
主
、
…
…
詔
野
送
都
水
窪
糊
度
以
聞
、
朧
司
看
詳
天
下
陵
湖
・
塘
堰
．
漢

　
澗
・
溝
渠
・
泉
穴
、
為
強
珊
之
人
乳
利
侵
占
作
田
甚
多
、
毎
至
早
歳
無
水

　
澆
救
苗
稼
…
…
、
詔
可
、
働
令
逐
処
応
陵
湖
・
塘
堰
・
漢
澗
－
・
溝
渠
・
泉

　
穴
、
如
根
回
、
得
元
係
衆
人
使
水
、
久
来
為
人
耕
占
去
処
、
即
更
差
回
定

　
奪
、
奏
候
朝
旨
施
行
、
　
（
宋
会
要
・
食
貨
七
水
利
上
）

◎
　
置
踊
祐
五
年
七
月
六
口
H
、
脚
維
揉
…
　
爵
、
咋
晶
走
往
両
三
路
三
度
、
均
｛
疋
茶
租
、

　
　
　
　
　
　
　
へ
塘
》

　
三
見
諸
処
三
宮
湖
三
井
運
河
辺
田
土
、
多
一
権
要
之
二
一
射
、
及
郷
近
郷

　
民
侵
占
三
冠
、
種
作
成
田
、
或
量
轟
租
元
入
官
、
共
毛
書
薄
、
却
致
湖

　
上
灘
成
層
廃
、
有
妨
灘
概
民
田
、
井
運
河
三
八
浅
渋
、
三
嘆
官
司
舟
船
、

　
如
越
州
鑑
湖
、
欝
簾
漢
時
興
修
、
著
在
削
摩
、
日
量
三
百
余
墨
、
灌
代
数

　
万
余
頃
、
其
為
罪
人
之
利
甚
大
、
近
歳
為
牛
額
之
輩
、
以
権
勢
干
講
仮
託

　
姓
名
、
占
射
無
爵
、
欲
乞
今
後
諸
処
聯
盟
・
及
運
河
辺
田
土
、
不
得
更
令

　
請
鮒
、
如
有
私
蟹
侵
占
耕
罪
科
違
舗
之
罪
、
…
…
従
之
（
宋
二
三
・
食
貨

　
七
水
利
上
）

以
上
、
ω
㈲
の
◎
の
史
料
に
よ
っ
て

①
　
水
利
に
よ
る
大
土
地
所
有
即
ち
、
囲
田
や
湖
田
な
ど
の
形
式
に

　
よ
る
荘
園
経
営
が
宋
代
初
期
に
極
め
て
大
巾
に
行
わ
れ
、
路
域
の

　
漢
意
・
溝
渠
・
泉
穴
・
破
湖
・
懐
妊
・
運
河
な
ど
す
べ
て
水
利
の

　
拠
地
は
土
地
経
営
の
対
象
に
概
か
れ
て
い
た
こ
と
、

②
　
水
利
を
専
有
し
て
大
土
地
経
営
を
営
ま
ん
と
す
る
竜
の
は
、
富

　
豪
の
家
即
ち
、
官
戸
・
形
勢
戸
・
富
戸
で
あ
り
、
ま
た
諸
色
人
・

　
官
員
で
あ
り
、
或
は
賊
勢
に
寄
託
し
て
兼
井
を
は
か
る
好
民
で
、

　
所
謂
史
料
の
に
あ
げ
て
い
る
強
狐
の
人
、
史
料
㈲
の
貧
織
の
輩
で

　
あ
っ
て
、
と
も
に
田
を
作
っ
て
三
図
を
窪
む
る
を
名
と
し
て
破

　
湖
・
溝
渠
等
を
講
射
し
、
大
土
地
経
営
を
営
ん
だ
も
の
で
、
そ
の

　
租
入
は
史
料
㊥
に
か
か
げ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
こ
と
に
三
三
で
あ

　
り
、
湖
塘
埋
廃
し
、
民
田
の
灌
概
を
妨
げ
、
　
一
般
生
産
者
の
生
産

　
を
阻
害
す
る
点
が
大
で
あ
り
、
水
利
の
盤
断
か
ら
来
る
土
地
所
有

　
の
弊
害
は
決
し
て
小
で
な
か
っ
た
こ
と
。

③
　
当
時
、
破
門
∵
溝
渠
…
…
の
多
く
は
鷹
詞
拘
管
さ
れ
ず
に
あ
り
、

　
兼
井
の
戸
は
従
っ
て
起
納
租
課
を
名
と
し
、
容
易
に
請
射
し
、
ま

　
た
官
吏
に
賄
賂
を
送
っ
て
、
大
土
地
経
営
を
営
ん
だ
も
の
で
、
．
そ

　
の
兼
弁
の
推
進
は
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
実
態
に
あ
っ
た
よ
う

　
で
、
史
料
ω
に
余
銚
県
の
知
県
た
る
謝
景
初
は
県
下
の
阪
湖
ご
＝
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処
の
う
ち
一
二
処
は
形
成
豪
強
の
人
戸
の
講
射
を
う
け
た
と
し
て

　
い
る
こ
と
、
史
料
◎
に
越
州
の
鑑
湖
の
湖
田
の
構
築
を
か
か
げ
て
、

　
苦
闘
二
二
〇
〇
余
里
、
田
早
言
余
毒
の
灌
概
の
利
と
な
っ
た
も
の
が
、

　
す
べ
て
占
射
の
対
象
と
な
っ
た
事
実
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
等
肉
は
、

　
こ
れ
を
明
証
す
る
も
の
で
、
従
っ
て
当
局
は
積
極
的
対
策
と
し
て

　
阪
湖
・
塘
堰
…
…
の
置
籍
拘
管
と
占
耕
の
禁
止
と
を
う
た
い
、
違

　
反
者
は
違
綱
を
以
て
科
罰
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
。

等
六
が
う
か
が
わ
れ
る
。
勿
論
、
以
上
の
水
利
拠
地
に
よ
る
大
土
地

経
営
は
生
産
力
に
漁
れ
、
頗
る
余
剰
生
産
の
利
得
に
与
る
を
得
て
居
・

り
、
路
域
の
地
勢
か
ら
し
て
、
鎧
戸
・
形
勢
戸
の
土
地
経
済
は
勢
い

こ
の
方
向
に
む
け
ら
れ
た
も
の
で
、
禁
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
回
こ
の

よ
う
な
土
地
経
営
は
時
に
消
長
あ
っ
て
屯
荘
園
的
土
地
所
有
の
一
方

式
と
し
で
、
一
貫
し
て
強
く
推
進
さ
れ
て
居
る
。
例
を
鑑
湖
と
夏
蓋

湖
・
広
徳
湖
に
と
っ
て
み
る
に
、
読
史
方
輿
紀
要
に
よ
る
と
、
鑑
湖

は
す
で
に
宋
初
に
湖
田
が
ひ
ら
か
れ
、
治
平
年
闘
に
は
江
田
七
〇
〇

余
響
の
大
土
地
経
営
が
営
ま
れ
、
湖
は
ほ
と
ん
ど
廃
さ
れ
ん
と
す
る

に
至
り
、
煕
寧
年
間
に
湖
と
湖
田
と
の
爾
存
が
講
ぜ
ら
れ
た
が
、
政

和
年
忌
に
入
っ
て
、
全
く
湖
を
廃
し
て
田
と
な
し
た
こ
と
を
か
か
げ

　
　
⑮

て
い
る
。
夏
蓋
湖
は
煕
寧
年
間
に
湖
全
く
廃
せ
ら
れ
、
元
祐
年
問
に

入
っ
て
湖
の
修
復
が
は
か
ら
れ
た
が
、
政
和
年
聞
に
は
ま
た
湖
は
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

べ
て
廃
し
て
田
と
な
っ
て
居
る
。
広
徳
湖
は
政
和
八
年
知
都
事
楼
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
よ
っ
て
廃
せ
ら
れ
す
べ
て
蟹
田
と
し
て
い
る
。
か
く
破
墨
の
占
射

は
、
消
長
は
あ
っ
て
も
、
常
に
官
戸
・
形
勢
戸
に
よ
る
土
地
所
有
の

対
象
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　
両
断
は
江
潅
と
と
屯
に
中
国
経
済
生
産
の
枢
要
地
で
あ
り
、
帯
域

の
農
業
生
産
に
あ
っ
て
は
「
両
点
稔
ら
ば
天
下
足
る
」
と
云
わ
れ
た

程
で
、
天
下
最
高
の
農
業
地
域
で
あ
り
、
そ
の
余
剰
の
商
品
化
を
め
ぐ

っ
て
、
南
商
・
降
給
の
資
本
活
動
が
あ
っ
た
も
の
で
、
宋
嘉
す
で
に

稲
作
に
於
い
て
天
下
最
高
の
産
額
を
挙
げ
、
善
北
沿
辺
地
の
軍
糧
は

多
く
こ
の
地
の
余
剰
に
よ
っ
て
居
り
、
こ
の
よ
う
な
総
論
生
産
力
の

復
興
発
展
は
「
大
堺
潅
田
百
畝
所
収
、
不
如
江
漸
十
畝
」
（
尊
購
堂
集
．

巻
六
）
と
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
両
一
路
の
も
つ
地
味
・
地
力
の
優
秀

性
に
因
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
こ
と
は
云
々
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
ま

た
他
面
当
局
に
よ
る
一
般
の
小
農
的
自
作
農
戸
の
保
護
・
育
成
の
成

果
に
よ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
申
す
ま
で
も
な
く
経
済
生
産
に

於
け
る
堅
実
な
る
勤
労
層
を
構
成
す
る
一
般
自
作
農
戸
の
保
護
・
育

成
は
勧
農
政
策
の
根
本
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
両
漸
路
に
あ
っ
て
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は
、
先
慨
し
た
よ
う
に
鼻
綱
と
云
わ
れ
た
五
代
の
不
当
な
る
負
担
の

大
巾
な
軽
減
が
行
わ
れ
た
も
の
で
、
学
業
の
民
に
対
し
て
は
各
般
の

減
税
の
描
㎜
廠
を
講
じ
、
そ
の
安
輯
に
つ
と
め
、
州
県
官
に
対
し
て
は

幕
職
州
県
官
戸
口
雄
賞
条
例
に
よ
っ
て
、
戸
口
増
概
に
対
す
る
族
賞

を
焼
定
す
る
等
、
積
極
的
に
自
作
小
農
の
育
成
に
つ
と
め
た
竜
の
で
、

成
果
に
は
両
漸
路
の
も
つ
馴
れ
た
地
味
・
地
力
が
大
き
く
プ
ラ
ス
す

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
宋
署
す
で
に
大
巾
な
る
実
績
を
あ
げ
、

主
客
戸
、
特
に
主
戸
の
遂
年
増
を
み
、
路
域
生
産
力
は
、
遂
次
向
上
し

天
下
最
高
の
生
産
地
域
を
構
成
す
る
に
至
っ
た
。
今
、
戸
口
統
計
に

よ
っ
て
、
町
域
の
生
産
力
向
上
の
あ
と
を
眺
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。

1北宋期・擁漸路の：li地所ジ薄の賜題について（河原）

州
　
名

四
　
　
平

籏
　
　
宇
　
　
記

主

戸

客

一
月
　
　
　
　
主
客
一
戸
ム
潟
計
…

湖 越

州

五
六
、
四
九
〇

兀

．E歪it

昆

九
　
　
城
　
　
志

主

戸

一
五
二
、
五
八
五

客

戸
　
　

主
客
戸
合
計

三
三
三

州 州

N

九

八

六
璽

鷲一

A
　
○
閥
｛
ハ

三
九
、
七
五
二

一
五
二
、
九
二
二

八
、
三
四
五

一
三
七
、
〇
九
七

鯨

州

三
八
、
七
四
八

；
西
、
六
三

七
、
引
ハ
τ
二
五
、
一
九
－
一
五
八
、
七
六
⊥

δ
、
吾
⊥

一
四
五
、
　
一
二
一

二
七
、
八
八
九
㎜

董
、
二
〇
三

一
七
三
、
九
六
九

睦
　
州

一
二
、
二
五
一

六
山
ハ
、
　
九
一
五

九
、
八
三
六

七
六
、
七
五
一

台
　
州

一
七
、
四
九
九

一
四
、
四
四
二
　
　
三
一
、
九
四
一

三
・
、
四
八
二

二
五
、
一
ご
ニ
ニ

一
四
五
、
七
＝
二

杭
　
州

IX

h

Ao
o

八
、
八
五
七
　
　
七
〇
、
四
五
七

／x

四
　1

九

三
八
、
五
〇
一

二
〇
二
、
七
九
四

偶
　
州

一
九
、

金
－

六
九
、
二
四
五

毛
、
五
五
三

八
六
、
七
九
七

常
　
州

二
八
、
〇
七
一

二
七
、
四
八
一

湿

州

fN
　1

o
八

事
　
州

二
四
、
六
五
八

0
　1

六
匹1

七

｝
五
、
九
〇
〇

五
五
、
五
五
二

九
〇
、
八
五
二

四
五
、
五
・
ム

墾
、
四
二
一

一
讐
一
山
ハ
、
　
一
二
山
畑
○

四
・
、
七
豊

八
・
、
四
八
⊥

三
ハ
、
五
里

菱
、
三
玉

一
二
一
、
　
九
一
六

三
、
四
⑥

五
陽
、
七
九
八
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明
　
娼

一
〇
、
八
七
八

処
　
州

秀
　
州

六
　N

八
o

七
　N

六
八

五
七
、
八
七
四

至
、
遷
障
L
一
五
、
二
〇
八

四
○
、
五
八
六

δ
、
三
六
乱

六
八
、
九
三

八
九
、
黛
五
八

一
二
三
、
〇
五
三

一
三
九
、
　
一
薫
七

一
三
九
、
　
＝
離
七

江
陰
軍

七
　1

穴
四

五

穴
、
九
・
六
｝
藩
、
五
五
二

照
寧
四
年
置
廃
し
て
県
と
な
し
、
常
州
に
併
合

A口
諸

四
七
六
、
六
九
六
～
、
四
　
八
、
六
八
工

／x

o
　1

五
九

　N

七
七
八
、
九
四
一

　
　
　
　
　
　
⑱

　
右
蓑
に
よ
っ
て
、

①
　
宋
笹
戸
の
戸
数
と
元
豊
戸
の
芦
…
数
と
の
間
に
、
数
的
に
培
い
な

　
る
懸
隔
が
あ
り
、
各
州
の
そ
れ
ぞ
れ
に
於
い
て
～
二
倍
乃
至
四
倍
の

　
増
加
を
み
て
艦
り
、
全
体
的
に
み
た
場
合
も
、
簑
宇
記
所
載
の
皇

　
朝
戸
の
虫
客
合
計
が
四
七
万
七
五
九
六
に
対
し
て
、
元
豊
戸
は
一

　
七
七
万
八
九
四
一
で
あ
り
、
錨
倍
強
の
増
を
み
て
履
り
、
国
大
な

　
る
膨
脹
率
を
示
し
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
は
照
寧
年
間
の
水
利
拓

　
耕
の
成
果
も
あ
る
こ
と
だ
が
、
　
一
に
全
く
国
初
以
来
の
宋
朝
の
勧

　
農
策
の
結
実
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
腰
越
一
貫
目
て
戸
数
増
を
み

　
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
勿
論
、
そ
こ
に
は
路
域
の
豊
窟
な
る
地

　
味
・
地
力
が
基
底
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
云
々
す
る
ま
で
も
な
い
。

働
　
元
豊
九
域
志
の
所
載
の
風
戸
が
一
四
一
万
八
六
八
二
戸
の
多
数

　
で
、
天
下
最
大
の
数
を
示
し
て
い
る
、
こ
の
こ
と
は
仮
に
そ
の
数

　
の
大
部
分
が
商
贔
生
産
地
域
の
常
と
し
て
、
多
分
に
大
土
地
所
有

　
に
そ
の
生
計
を
依
存
す
る
と
こ
ろ
あ
っ
た
に
せ
よ
、
経
済
生
産
力

　
の
向
上
・
発
展
を
物
語
る
竜
の
で
、
影
写
が
天
下
最
大
の
生
産
地
を

　
形
成
し
、
国
家
財
政
上
に
於
い
て
も
枢
要
な
る
地
域
な
構
成
し
た

　
わ
け
も
ま
た
こ
こ
に
あ
る
。
宋
代
初
期
す
で
に
両
三
路
が
沿
辺
地

　
軍
糧
の
供
給
地
と
し
、
ま
た
南
商
の
経
済
活
動
の
拠
点
と
し
て
、

　
着
女
と
経
済
生
塵
力
を
あ
げ
得
た
事
実
は
戸
数
増
の
着
実
な
る
裏

　
づ
け
を
物
認
っ
て
居
り
、
戸
数
増
は
生
証
印
と
表
裏
し
て
着
実
に

　
進
展
さ
れ
、
こ
こ
に
天
下
最
大
の
戸
数
を
み
た
も
の
で
あ
り
、
路

　
域
に
あ
っ
て
主
筆
増
は
一
貫
し
て
着
実
に
推
進
さ
れ
て
行
っ
た
と

　
云
え
る
。

③
　
路
域
各
州
の
そ
れ
ぞ
れ
が
と
も
に
大
い
な
る
増
加
率
を
目
し
て

　
い
る
こ
と
は
、
路
域
が
天
下
最
高
の
水
田
耕
作
地
で
あ
る
こ
と
か

34 （518）



北宗期・福漸賂の土地所虜の問題について（河隙）

ら
し
て
、
明
か
に
農
業
生
産
に
於
け
る
生
産
性
の
大
い
な
る
向
上

を
物
語
る
も
の
と
云
え
る
。
・
な
か
に
屯
蘇
州
の
如
き
、
皇
朝
戸
が

三
聖
五
一
九
五
に
対
し
、
元
豊
戸
の
そ
れ
は
一
七
万
三
九
六
九

（
主
戸
一
五
万
八
七
六
九
、
客
戸
一
万
五
二
〇
二
）
で
あ
り
。
　
壷
皿
の

皇
朝
戸
七
万
事
五
七
に
対
し
二
〇
万
二
七
九
四
（
軍
戸
一
六
万
四
二

九
三
、
黒
戸
三
田
八
五
〇
一
）
、
湖
州
の
皇
朝
戸
三
万
八
七
四
八
に
対

し
一
四
万
遍
ご
二
（
主
脳
一
三
万
四
六
一
二
、
客
戸
一
万
五
〇
九
）
、

越
州
の
皇
朝
戸
五
超
絶
四
九
〇
に
対
し
一
五
万
二
九
二
二
（
主
戸

一
五
万
二
五
八
五
、
客
戸
三
三
七
）
、
婆
州
は
皇
朝
戸
の
三
〇
四
六
に

対
し
一
ご
一
万
七
〇
峨
ル
七
　
（
主
｝
戸
一
二
｝
力
九
七
五
一
、
客
…
戸
八
三
四
六
）
、

脚
野
州
の
白
皿
龍
馬
欝
欝
万
一
〇
一
二
（
常
州
五
万
五
五
五
二
の
外
に
憎
愛
軍
の

一
万
四
五
五
一
を
加
算
す
）
に
対
し
ご
二
万
六
一
嵩
六
〇
（
馬
匹
九
万
八

五
二
、
客
芦
四
万
五
五
〇
八
）
、
明
州
の
二
黒
七
六
八
一
に
対
し
一
一

万
五
二
〇
八
（
主
点
五
万
七
八
七
四
、
客
…
廻
五
号
七
三
三
四
）
等
々
は
、

と
・
も
に
増
潴
の
数
が
極
め
て
多
く
且
つ
概
数
そ
れ
自
体
極
め
て
多

い
、
こ
の
こ
と
は
上
記
の
州
域
に
於
け
る
農
業
生
産
の
飛
躍
的
増

藍
の
あ
と
を
物
語
る
も
の
で
、
事
実
、
蘇
州
に
一
例
を
と
っ
て
も
、

箆
由
の
人
、
郷
齎
の
言
を
か
り
て
云
わ
し
む
れ
ば
、
先
馴
し
た
如

く
、
　
「
蘇
州
の
税
米
は
国
初
わ
っ
か
に
一
七
・
八
万
石
、
今
ち
即

　
　
こ
こ

　
ち
於
に
三
四
・
五
万
石
」
（
呉
郡
志
巻
…
九
．
水
利
上
）
で
あ
っ
て
、

　
生
産
増
に
も
と
つ
く
税
米
の
増
加
を
、
ま
た
苑
仲
働
が
知
蘇
州
た

　
り
し
と
き
、
蘇
州
の
両
税
田
（
税
米
を
出
し
た
田
）
の
総
禰
積
が
三

　
万
四
干
頃
で
あ
っ
た
と
し
て
居
り
（
置
文
正
公
集
。
政
府
奏
議
巻
上
．

　
二
手
玉
条
陳
＋
審
）
、
従
っ
て
歳
収
は
七
〇
〇
万
石
を
上
廻
っ
て
居

　
る
と
し
て
、
生
識
力
増
強
の
こ
と
を
か
か
げ
て
、
州
域
の
生
産
の

　
発
展
の
事
実
を
あ
げ
て
居
る
。
即
ち
生
産
増
は
上
記
戸
数
増
の
歩

　
み
と
表
裏
し
て
居
る
こ
と
を
う
か
が
わ
し
む
る
。

　
以
上
の
一
二
項
に
わ
た
る
考
察
事
項
に
よ
っ
て
、
明
か
に
両
事
変
で

は
地
味
・
地
力
の
優
秀
性
と
当
局
の
勧
農
政
策
と
が
絹
ま
っ
て
、
　
一

貫
し
て
戸
数
増
と
生
産
向
上
と
を
み
・
て
、
最
高
の
農
業
生
産
地
域
を

構
成
し
て
い
っ
た
と
云
え
る
。
さ
き
に
主
訴
に
よ
る
生
産
増
と
、
平
行

し
て
戸
戸
・
形
成
戸
に
よ
る
土
地
所
有
が
多
数
生
活
者
を
擁
し
て
荘

回
縁
鴬
を
行
い
生
産
の
実
を
挙
げ
た
こ
と
は
す
で
に
論
じ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
要
す
る
に
路
域
に
鋤
け
る
農
業
生
産
力
の
向
上
は
、
一

に
土
地
経
営
を
通
じ
て
、
路
域
に
お
け
る
生
産
階
級
の
数
的
増
加
と

集
中
と
に
よ
る
と
云
え
る
。

　
中
書
備
薄
に
熈
寧
十
年
度
と
推
考
さ
れ
る
四
京
・
十
八
路
の
墾
田

の
霧
藁
げ
て
い
る
（
姦
響
喬
●
・
賦
茜
）
施
・
そ
港
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よ
る
と
、
　
両
逝
路
の
農
軸
思
面
紬
麟
は
、
　
一
二
山
ハ
万
二
㎜
隅
・
七
・
七
ぱ
唄
五
詣
ハ
融
階

（
刷
に
官
田
九
六
四
頃
四
二
畝
）
で
あ
っ
て
、
糠
南
路
の
九
六
万
八
六

八
四
頃
二
〇
畝
（
別
に
宮
田
四
八
八
七
頃
二
二
畝
）
、
江
南
西
路
の
四
五

万
四
六
六
頃
八
九
畝
（
別
に
嘗
田
は
一
七
六
四
頃
五
七
畝
）
、
江
南
東
路

の
四
二
万
一
山
ハ
〇
議
題
四
七
畝
（
別
に
宮
田
は
七
八
四
四
頃
三
一
畝
）
と

比
較
す
る
と
き
、
と
も
に
小
で
あ
り
、
陳
府
当
路
の
四
四
万
五
二
九

八
頃
二
八
畝
に
竜
劣
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
元
豊
九
無
爵
の
所

掲
に
よ
る
戸
数
を
み
る
と
、
両
漸
路
は
全
戸
数
一
七
七
万
八
九
四
一

戸
で
、
灘
悲
曲
の
コ
ニ
五
万
一
〇
六
四
戸
、
江
南
西
路
の
＝
一
八
万

七
一
．
三
六
戸
、
江
南
東
路
の
一
一
二
万
七
三
一
一
戸
に
と
竜
に
勝
っ

て
居
P
、
ま
た
険
府
西
路
の
二
瓜
五
万
六
二
〇
四
戸
に
屯
遙
か
に
多

い
。
特
に
主
戸
の
数
に
於
い
て
は
一
四
一
万
八
六
八
二
戸
で
あ
っ
て
、

他
路
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
戸
数
に
比
し
て
優
に
勝
っ
て
い
る
。
こ
の
事

実
は
両
三
路
の
水
利
田
域
が
高
度
に
騨
発
さ
れ
多
量
の
生
産
力
を
擁
・

し
、
最
高
の
農
耕
生
産
を
挙
げ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
正
し

く
質
・
景
と
も
に
す
ぐ
れ
た
高
度
の
産
米
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
う

か
が
わ
し
む
る
。

④
　
宋
史
巻
八
八
・
地
理
志
・
地
理
四
・
両
漸
。

②
　
止
譲
文
摺
出
四
四
・
桂
乾
軍
勧
濃
交
。

◎
　
灘
海
集
巻
一
五
・
財
物
下
。

④
　
拙
論
「
黙
寧
・
元
爆
年
間
に
お
け
る
高
度
生
酸
地
域
に
み
る
農
耕
生
産

　
と
商
税
と
の
関
連
に
つ
い
て
（
『
史
学
研
究
記
念
論
叢
』
）
。

⑤
　
読
史
方
輿
紀
要
八
九
、
及
び
岡
書
の
漸
江
方
輿
記
要
序
。

⑥
鯉
川
交
集
巻
一
四
、
交
弦
索
二
九
七
七
、
金
唐
文
巻
七
五
六
。

⑦
無
二
筆
談
巻
｛
一
・
官
政
一
の
条
に
「
五
代
方
鎮
翻
鑓
、
多
量
旧
賦
課

　
外
、
重
取
重
臣
㎏
と
あ
っ
て
、
方
鎮
鋤
拠
し
て
重
税
を
蝿
に
課
し
て
い
た

　
こ
と
を
示
す
。

⑧
夢
渓
筆
談
巻
九
・
人
瑛
に
か
か
ぐ
。

⑨
　
太
平
袋
宇
記
の
題
鞍
に
「
騰
端
臨
・
王
臨
麟
等
の
言
を
か
か
げ
て
、
と

　
も
に
太
平
興
三
年
雪
中
に
天
下
一
統
し
た
の
で
、
楽
史
は
古
山
経
地
志
考

　
に
よ
っ
て
太
平
簑
宇
記
を
編
纂
し
た
と
し
て
居
り
、
従
っ
て
製
宇
詑
の
所

　
載
に
よ
る
豊
朝
戸
は
太
平
烈
ハ
園
年
間
中
が
、
或
は
わ
す
か
に
そ
の
前
後
の

　
宋
初
戸
と
み
て
よ
い
。

⑩
　
淳
煕
三
田
志
巻
～
○
・
版
籍
類
一
・
墾
田
。

⑪
　
宋
会
要
・
食
貨
六
三
・
農
田
雑
録
・
淳
化
元
年
九
月
。

⑫
．
夢
渓
筆
談
巻
九
・
人
喜
。
淳
熈
三
山
志
巻
　
○
・
版
籍
類
・
墾
田
。

⑬
　
淳
照
三
山
志
巻
一
〇
・
版
籍
類
一
・
墾
田
。

⑭
　
宋
会
要
・
食
貨
七
〇
・
賦
税
雑
録
・
寧
宗
・
嘉
定
七
年
十
｛
月
十
八
口
・

　
の
二
二
の
言
に
か
か
ぐ
。

⑮
　
読
史
方
輿
紀
要
巻
九
二
・
漸
江
閥
・
紹
興
府
・
会
稽
県
。

⑯
　
読
史
方
輿
紀
要
巻
九
一
一
・
漸
江
㎎
・
紹
興
府
・
上
燦
県
。

⑰
読
史
方
輿
紀
要
巻
九
二
・
漸
江
四
・
寧
波
府
・
郵
県
。

⑬
　
太
平
褒
宇
記
研
掲
の
豊
朝
戸
は
、
岡
雷
が
太
平
興
園
年
間
の
撰
に
よ
つ
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て
い
た
こ
と
が
ら
し
て
、
圏
初
の
戸
数
で
あ
り
、
元
豊
塾
図
志
の
戸
は
、

　
岡
書
が
元
豊
三
年
に
撰
、
鯵
さ
れ
た
こ
と
か
ら
み
て
、
元
豊
初
年
の
声
と
み

　
て
豊
し
か
ろ
う
。
な
お
簑
宇
記
の
主
戸
客
戸
の
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
に
空
と
な

　
つ
て
い
る
も
の
は
、
主
客
食
計
の
芦
数
は
か
か
げ
て
い
る
が
、
主
∴
客
戸

　
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
掲
載
し
て
居
ら
ぬ
こ
と
に
よ
る
。
な
お
江
陰
軍

　
は
元
豊
九
廻
志
に
か
か
げ
て
騰
ら
ぬ
、
こ
れ
は
二
食
四
年
に
江
陰
門
・
が
常

　
州
に
併
合
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

⑲
　
文
献
通
考
巻
四
・
閏
一
考
四
に
か
か
げ
る
天
下
の
墾
田
は
、
中
澱
M
戸
募

　
公
事
畢
上
種
の
投
進
し
た
中
書
傭
対
の
な
か
で
、
二
税
と
と
も
に
併
記
し

　
て
か
か
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
二
税
は
熈
寧
十
年
見
催
額
と
し
て
い
る

　
こ
と
か
ら
し
て
、
墾
田
面
積
も
熈
寧
十
年
と
想
定
し
て
も
窟
敷
か
ろ
う
。

三
　
水
利
柘
耕
と
生
産
戸

　
両
三
路
が
天
下
の
水
回
適
農
地
で
あ
る
こ
と
，
か
ら
し
て
勧
農
の
焦

点
は
必
然
的
に
三
三
の
三
三
・
三
三
の
修
復
・
開
修
の
具
体
的
な
推

進
に
鷺
か
れ
た
わ
け
で
、
当
局
も
従
っ
て
勧
農
事
業
の
中
心
と
し
て
、

一
一
・
一
一
の
修
復
工
事
を
促
進
し
て
い
っ
た
。
三
会
三
食
三
七
・

水
利
上
・
慶
歴
三
年
・
十
一
月
七
日
の
条
の
雷
文
に
、

訪
聞
江
爾
闘
有
野
田
能
三
水
早
、
井
二
三
地
卑
下
水
災
、
通
有
隆
防
、
大
半

畷
…
廃
、
及
京
東
西
領
有
積
僚
之
地
、
無
常
開
決
清
河
、
今
罷
役
数
年
、
上
刻

廃
復
業
患
、
宜
令
瀧
潅
・
両
瀟
・
潮
湖
・
京
東
・
馬
路
転
籍
司
、
轄
下
州
手

掌
田
・
詳
河
渠
・
提
堰
・
肢
嬉
之
類
、
細
行
開
修
去
処
、
選
筥
計
工
料
、
毎

歳
干
二
月
間
未
農
作
隠
興
役
、
半
月
即
罷
、
一
具
逐
処
塵
事
、
丼
所
定
利
済

大
小
適
状
、
保
明
聞
奏
、
正
議
等
厚
霊
神
、
互
有
係
災
傷
人
戸
、
即
不
得
一

三
差
雪
掻
擾
。

と
あ
っ
て
、
両
断
路
も
江
南
∵
両
漸
・
荊
湖
・
京
紅
・
京
東
と
同
様

に
水
利
工
事
は
毎
歳
二
月
の
農
閑
期
と
定
め
、
そ
の
期
間
は
半
月
、

災
傷
人
戸
は
一
様
に
差
役
を
や
め
る
こ
と
と
す
る
等
を
定
め
て
、
極

力
、
在
地
農
民
の
工
役
禽
龍
の
軽
減
と
農
閑
期
活
痢
に
よ
る
工
事
の

施
行
を
明
か
に
し
て
い
る
。
本
来
、
水
利
工
事
は
酒
代
で
は
当
局
の

責
任
の
竜
と
に
推
奨
さ
れ
た
が
、
工
役
負
担
は
す
べ
て
在
地
の
受
益

農
民
に
課
す
る
原
則
を
う
ち
嵐
し
て
居
り
、
す
で
に
州
県
官
の
な
か

に
は
功
を
ね
ら
い
往
々
に
し
て
不
当
な
る
負
担
を
在
地
三
戸
に
課
す
、

る
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
三
文
は
こ
の
弊
を
匡
さ
ん
と
す
る
の
主
旨

に
田
で
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
両
三
路
の
勧
農
事
業
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
渠
溝
・
破
湖
・
堤
堰

等
々
の
修
復
と
官
戸
・
形
勢
戸
の
水
利
専
有
と
が
梢
互
に
関
連
し
て
、

そ
の
成
果
に
微
妙
な
る
影
響
を
も
た
ら
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に

述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
両
漸
路
に
お
け
る
荘
園
経
営
は
往
々
に

し
て
余
剰
を
期
す
る
の
あ
ま
9
溝
渠
・
阪
湖
…
…
の
占
射
を
な
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ

水
利
を
専
有
し
て
斑
田
の
水
利
を
諮
渇
さ
せ
、
引
い
て
は
溝
渠
・
破
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湖
等
を
壌
廃
さ
せ
、
民
芦
の
生
産
に
重
大
な
舗
約
を
及
ぼ
す
こ
と
と

も
な
っ
た
。
従
っ
て
当
局
は
渠
溝
の
修
復
・
開
修
の
水
利
工
事
と
関

連
し
、
勧
農
推
進
の
立
場
か
ら
し
て
宮
戸
・
形
勢
戸
の
渠
溝
∵
破
湖

の
占
射
を
禁
止
す
る
の
方
途
を
と
っ
た
。
そ
も
そ
も
詩
華
路
の
生
産

が
水
利
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
、
水
利
は
生
産
看
の
す
べ
て
、

．
即
ち
、
大
土
地
所
有
者
竜
、
一
般
農
民
も
等
し
く
望
む
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
し
か
し
そ
の
活
用
に
際
し
て
は
窟
農
と
一
般
農
民
と
の
聞
に

は
必
し
も
利
を
一
に
せ
ず
、
警
士
は
水
利
の
専
有
に
よ
る
余
剰
を
ね

ら
い
、
そ
の
弊
の
お
屯
む
く
と
こ
ろ
、
一
般
の
生
塵
に
危
害
を
及
ぼ

す
こ
と
と
も
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
当
局
の
水
利
占
有
に
対
す
る

禁
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
且
つ
占
有
が
行
わ
れ
江
田
・
鵬
照
の

大
土
地
経
鴬
が
継
続
し
た
わ
け
は
、
一
般
農
戸
の
生
産
が
大
土
地
所

有
に
依
存
し
、
微
妙
な
る
相
関
関
係
を
も
つ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。

　
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
甲
黒
影
一
七
・
本
朝
視
漢
唐
戸
多
脳
少
之

弊
の
条
に
、

西
漢
…
戸
口
至
盛
之
降
、
率
以
十
戸
三
四
ナ
八
口
有
奇
、
東
漢
戸
口
、
率
以

十
戸
為
五
十
二
口
、
…
…
唐
人
戸
口
至
盛
之
時
、
率
以
十
戸
為
五
十
八
口
有

奇
、
…
…
自
本
朝
元
盟
至
芸
興
戸
口
、
率
以
十
戸
為
二
十
一
口
、
以
一
家
止

於
蛇
口
、
剣
無
懸
盤
、
蓋
誰
名
子
戸
門
口
海
鏡
也
、
賢
聖
華
中
戸
口
、
率
以

十
戸
為
十
五
口
有
給
、
蜀
申
戸
口
、
率
以
雨
声
為
三
十
日
弱
、
蜀
入
生
旛
、

非
盛
於
東
南
、
意
者
適
中
無
丁
賦
、
故
漏
口
少
爾
。

と
あ
っ
て
、
戸
口
の
比
率
に
於
い
て
、
策
漢
に
あ
っ
て
は
一
戸
に
つ

き
聖
人
、
唐
の
盛
時
で
は
爲
人
、
し
か
る
に
本
朝
で
は
溢
入
、
下
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

の
戸
に
至
っ
て
は
一
戸
に
つ
き
L
人
で
あ
り
、
こ
れ
は
身
丁
銭
米
の

賦
課
等
の
負
担
過
重
に
よ
る
漏
口
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
漢
・
唐
と

宋
と
の
こ
の
比
率
に
関
し
て
は
、
な
お
多
く
の
問
題
点
が
あ
り
、
同

一
次
元
で
蓋
し
て
論
ず
る
こ
と
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
し

か
し
蜀
と
の
比
率
と
比
し
て
小
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
大
い
に
注
撮

を
要
す
る
こ
と
で
、
娘
心
伝
の
指
摘
す
る
よ
う
に
身
丁
銭
米
に
因
る

と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
ま
た
高
度
の
隠
撮
生
産
域
と
し
て
の

翌
翌
路
の
経
済
祉
会
の
構
造
に
囚
賛
す
る
こ
と
に
も
着
欝
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
熈
寧
・
元
豊
に
於
け
る
産
米
の
生
産
は
完
全
に
商
品
生
産
の

段
階
に
発
達
し
、
富
戸
・
形
勢
戸
の
土
地
経
鴬
は
鴬
利
投
資
の
域
に

ま
で
発
展
し
て
居
り
、
商
品
生
産
の
常
と
し
て
、
そ
こ
に
多
量
の
労

働
力
を
擁
し
た
。
即
ち
大
土
地
所
有
は
一
定
限
の
閲
定
労
働
や
短
期

の
季
節
的
な
契
約
労
働
を
収
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
を
推
行

し
、
拡
充
し
て
行
っ
た
も
の
で
、
勢
い
労
働
の
供
給
源
を
一
般
生
産

階
層
に
鷹
い
た
わ
け
で
あ
る
。
　
一
般
生
産
戸
は
商
晶
経
済
の
発
達
の
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も
と
大
土
地
所
有
者
に
労
働
を
雇
傭
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
計
を

保
持
し
、
生
産
を
継
続
し
て
行
っ
た
も
の
で
、
零
細
主
戸
は
自
作
し

な
が
ら
傭
賃
し
、
或
は
小
作
し
、
は
じ
め
て
そ
の
地
歩
を
保
ち
得
た

わ
け
で
、
　
『
灌
選
集
』
で
、

　
…
…
税
額
所
書
、
至
百
十
千
数
指
環
霊
戸
也
、
酊
百
銭
十
銭
之
所
占
者
、
亦

　
為
舞
戸
、
…
・
：
百
銭
十
銭
之
家
、
名
為
主
導
、
而
其
実
則
不
及
妻
戸
、
何

　
春
、
所
記
之
地
、
弄
能
給
電
衣
食
、
蒲
所
塩
竃
椅
於
営
求
、
又
有
爾
税
之
籔
、

　
…
…
客
戸
之
憂
、
又
其
最
重
、
何
者
、
客
練
紅
智
、
雰
露
営
求
也
、
能
輸
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
力
、
為
二
戸
耕
盤
蒲
己
、
則
一
団
不
思
事
、
其
腹
必
空

と
あ
る
こ
と
は
零
細
生
産
者
の
大
土
地
所
有
依
存
の
一
葉
を
示
し
て

居
る
も
の
で
、
時
代
は
大
き
く
降
る
が
、
　
『
元
典
章
』
で
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
今
江
逝
之
弊
、
貧
民
冷
覚
、
皆
是
依
托
主
戸
々
雇
或
佃
地
…
…

と
あ
っ
て
、
・
南
宋
末
の
零
細
巻
の
大
土
地
所
有
依
存
の
実
態
を
か
か

げ
て
罵
り
、
高
度
の
商
贔
生
産
地
域
た
る
弾
着
に
於
い
て
は
、
こ
の

現
象
は
北
宋
・
爾
宋
を
か
け
て
一
貫
し
て
い
た
と
云
え
よ
う
。
こ
の

よ
う
に
零
細
生
産
戸
一
般
が
商
贔
経
済
の
発
達
に
よ
っ
て
、
後
進
地

、
域
に
み
る
よ
う
な
前
貸
付
に
依
存
す
る
様
式
か
ら
超
脱
し
、
雇
傭
に

よ
つ
て
、
そ
の
地
歩
を
保
持
せ
ん
と
し
た
と
こ
ろ
に
丁
口
の
脱
漏
が

あ
っ
た
わ
け
で
、
従
っ
て
毒
口
は
多
分
に
あ
り
得
て
屯
戸
の
脱
落
は

抑
制
さ
れ
た
わ
け
で
、
他
言
に
比
し
て
主
…
戸
の
極
め
て
多
い
理
由
も

ま
た
こ
こ
に
あ
る
と
云
え
よ
う
。

　
要
す
る
に
一
能
生
産
者
た
る
小
農
階
層
は
、
大
土
地
所
有
の
贈
品

に
圧
倒
せ
ら
れ
、
対
立
し
な
が
ら
も
、
ま
た
絹
互
に
梢
依
っ
て
両
漸

路
の
生
産
拡
充
を
行
っ
て
居
る
。
即
ち
両
難
路
の
経
済
成
長
は
こ
の

よ
う
な
農
業
生
産
に
み
る
相
互
関
係
の
バ
ラ
ン
ス
の
も
と
に
推
行
さ

れ
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
鼻
繋
・
形
勢
戸
の
阪
湖
・
渠
等
等
の
占

射
に
よ
る
水
利
専
有
は
、
時
に
禁
令
さ
れ
て
も
、
完
全
に
禁
止
す
る

こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
他
面
一
般
農
書
の
生
産
力
の
保
持
・
向
上

の
た
め
に
は
当
腸
に
よ
っ
て
水
利
工
事
が
す
す
め
ら
れ
、
富
戸
・
形

成
戸
に
よ
る
水
利
の
専
有
を
抑
制
す
る
の
方
途
が
適
宜
と
ら
れ
た
と

こ
ろ
に
両
逝
路
の
勧
農
の
特
色
が
あ
る
と
云
え
よ
う
。

　
煕
寧
農
政
と
し
て
の
劃
期
的
な
水
利
田
勧
農
策
の
政
策
的
内
容
は
、

熈
寧
二
年
十
一
月
十
一
二
日
の
綱
暦
三
一
司
条
例
司
の
請
に
よ
っ
て
詔
勅

の
形
式
で
出
さ
れ
た
「
農
田
利
害
条
約
」
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
よ

っ
て
、
こ
こ
で
は
、
両
要
路
の
勧
農
が
「
農
田
利
害
条
約
」
に
別
し

て
、
如
何
よ
う
に
展
開
し
た
か
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
試
み
る

こ
と
（
し
よ
う
。

　
す
で
に
煕
寧
元
年
六
月
十
一
日
、
中
書
省
が
阪
塘
の
煙
廃
や
坪
埠

39 （523）



の
殿
壊
を
指
摘
し
た
に
対
し
議
し
て
、

回
路
庭
藤
訪
尋
轄
下
州
県
、
可
興
復
水
利
之
処
、
如
血
糊
勧
勧
誘
厳
修
三
好

好
鐸
、
功
利
有
実
、
即
具
所
増
田
税
利
、
保
明
以
聞
、
当
議
懸
賞
（
宋
会
要
・

食
貨
七
・
水
利
上
）

と
あ
っ
て
、
諸
路
の
属
下
州
県
の
水
利
適
農
地
に
於
け
る
水
利
興
修

の
こ
と
が
す
す
め
ら
れ
、
つ
い
で
熈
寧
二
年
の
農
田
利
害
条
約
の
頒

布
に
よ
っ
て
、
水
利
田
に
関
す
る
農
政
の
具
体
的
政
策
が
う
ち
立
て

疹
れ
、
全
国
的
に
水
利
田
拓
耕
の
進
捗
を
み
は
、
特
に
爾
難
路
に
あ

っ
て
は
最
高
の
水
利
適
農
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
農
政
と
し

て
の
農
田
利
害
条
約
が
最
も
適
用
さ
れ
、
そ
の
成
果
を
挙
げ
た
も
の

で
あ
る
。
今
こ
の
具
体
的
な
水
利
勧
農
の
あ
と
を
尋
ね
表
記
す
る
と

次
の
よ
う
で
あ
る
。

40　（524）

年

時

熈
寧
五
年
正
月

肥…

J
五
年
五
月
ナ
八
日

事

頂

両
漸
銘
運
醐
硬
禽
精
且
の
言
に
よ
る
と
「
畏
田
水
利
を
興
修
す
る
こ
と
は
万
世
の
長
図
で
あ
る
が
、
昔
日
溝
港
た
る
と
こ
ろ
が
今

は
田
畝
と
な
っ
て
履
り
、
水
利
を
興
修
す
る
た
め
に
は
畏
田
を
廃
し
て
判
取
と
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
民
に
不
当
な
犠
牲
を
払
わ
せ
る

こ
と
と
な
る
か
ら
、
す
べ
て
水
利
を
興
す
べ
さ
処
で
畏
国
を
専
決
す
る
場
合
は
代
償
と
し
て
官
田
を
与
え
、
も
し
官
田
が
な
い
場

合
は
代
価
を
仕
払
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
が
、
両
漸
聖
算
倉
司
は
着
零
し
て
、
官
田
の
給
付
に
は
、
照
土
の
肥
瘡
を
考
慮
す
べ

し
と
し
、
代
償
と
し
て
官
田
給
付
の
場
舎
、
た
だ
田
畝
颪
稜
だ
け
は
合
致
し
て
い
て
も
、
搭
薄
で
耕
佃
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
よ

う
な
も
の
を
以
て
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
な
お
新
紬
の
官
田
が
痔
簿
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
耕
作
を
願
う
場
合
は
も
し
旧
田
の
地
価
が

新
給
の
官
田
に
二
倍
す
る
と
き
は
、
二
倍
分
だ
け
の
瀬
積
を
給
付
す
る
こ
と
と
し
た
（
宋
油
鼠
・
食
貨
七
・
水
利
上
）
。

脚
囲
密
ず
論
ハ
三
五
日
月
二
十
㎝
二
臼

も
と
鞍
塘
の
地
土
で
、
こ
れ
を
廃
し
て
水
利
に
澆
灘
に
充
る
場
合
は
、
補
償
処
分
と
し
て
、
も
し
こ
れ
が
先
祖
か
ら
の
田
業
で
あ

れ
ば
、
双
公
に
際
し
、
郷
原
の
例
に
よ
っ
て
代
価
を
支
払
う
こ
と
と
し
、
そ
の
な
か
に
墳
墓
藤
屋
が
あ
る
と
き
は
還
葬
の
折
修
功

銭
を
給
す
る
こ
と
に
し
、
開
墾
に
よ
る
田
業
で
あ
れ
ば
、
そ
の
功
罪
に
よ
っ
て
代
価
を
支
払
う
こ
と
と
し
た
（
宋
会
要
・
食
貨
七
・

水
利
上
）
。

…
提
需
漸
興
漿
利
郊
募
　
直
さ
Φ
と
・
蘇
州
蟻
湖
の
地
で
あ
っ
て
・
地
が
低
く
多
湿
で
あ
り
・
し
か
も
沿
誓
畿
高
く
．

黒
・
旧
離
の
き
ら
い
が
あ
る
。
故
に
古
癖
の
治
水
の
あ
と
を
み
る
に
、
縦
に
浦
…
あ
り
、
横
に
塘
あ
り
、
門
堰
・
涯
灘
あ
っ
て
、
こ
れ
を

碁
布
し
た
、
今
全
体
で
多
湿
高
皐
の
と
こ
ろ
が
二
六
〇
余
所
あ
る
か
ら
、
古
人
の
法
に
な
ら
っ
て
、
七
里
毎
に
一
つ
の
縦
浦
を
、

｝一

Z
里
ご
と
に
一
横
塘
を
つ
く
り
、
繊
土
に
よ
っ
て
心
霊
を
つ
く
ら
せ
る
こ
と
と
し
、
所
要
の
人
夫
の
延
べ
人
工
は
二
G
O
G
万
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熈
攣
六
年
六
月
十
六
日

澱
…
寧
山
下
年
八
月
　
　
一
二

日

煕
寧
七
年
四
月
八

目

観
…
寧
七
年
九
月
　
　
一

日

人
（
認
識
で
は
二
〇
万
人
）
で
、
し
か
も
蟻
通
に
は
三
選
年
を
要
す
る
と
し
た
。
十
一
月
郊
蹴
を
興
修
水
利
と
し
て
、
そ
の
工
に

当
ら
し
た
が
、
厩
多
く
愁
怨
し
　
年
に
し
て
工
を
や
め
た
（
宋
会
要
・
食
貨
七
水
利
上
・
宋
七
七
九
六
・
河
渠
志
・
河
渠
六
）
。

太
子
中
皿
集
賢
校
検
正
中
書
山
房
公
事
沈
括
を
し
て
、
両
漸
路
の
韓
国
水
利
差
役
の
こ
と
を
相
度
さ
せ
た
。
宋
史
の
河
渠
志
に
よ

る
と
、
こ
れ
は
隔
離
の
灘
浜
は
浅
く
、
ま
さ
に
論
難
す
べ
き
で
あ
り
、
灌
東
の
堤
防
・
川
漬
は
埋
没
し
て
居
り
、
ま
さ
に
修
復
す

べ
き
で
あ
り
、
司
農
に
南
進
を
貸
与
う
け
役
を
募
る
べ
し
と
諮
う
て
、
そ
の
実
施
を
み
る
に
至
っ
た
（
宋
史
巻
九
六
・
河
渠
士
心
）

と
し
て
い
る
　
（
宋
ム
瓜
要
・
食
貨
七
。
水
利
卜
由
。
宋
史
巻
九
六
・
河
U
渠
士
心
。
河
目
渠
六
）
。

器…

i
の
言
に
漸
西
は
院
防
・
川
漉
の
多
く
が
埋
廃
し
て
屠
り
、
今
修
復
を
一
に
罠
力
だ
け
に
隈
っ
た
ら
工
事
の
完
金
は
出
来
な
い

か
ら
、
司
農
寺
に
下
し
、
官
銭
を
貸
与
し
て
募
民
興
役
す
べ
し
と
あ
り
、
そ
の
実
施
を
み
た
（
宋
会
要
・
食
貨
七
・
水
利
上
・
文

献
通
考
巻
六
。
碑
幅
賦
考
・
水
利
珊
）
。

検
正
中
書
崩
房
公
事
沈
括
は
朝
匿
を
奉
じ
て
両
磁
路
の
破
湖
な
ど
の
遺
利
銭
を
以
て
水
利
興
修
に
充
て
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た

が
、
更
に
本
浦
を
勘
会
す
る
に
、
両
漸
に
は
な
お
隠
占
の
遺
利
が
多
く
、
温
州
・
台
臨
・
明
州
で
は
堤
堰
を
興
置
し
て
耕
種
す
べ

き
で
頃
畝
が
広
大
で
あ
る
か
ら
、
よ
ろ
し
く
磁
器
を
根
究
し
、
堤
堰
を
修
築
し
地
利
を
収
納
し
て
、
将
来
の
人
夫
の
工
料
に
、
或

は
吏
緑
に
充
て
る
こ
と
と
し
、
免
役
銭
や
そ
の
繊
指
省
銭
物
を
侵
諾
し
な
い
よ
う
に
、
そ
の
た
め
に
奨
励
の
法
を
立
つ
べ
き
こ
と

を
乞
う
て
、
そ
の
実
施
を
み
て
い
る
（
宋
会
要
・
食
貨
豊
水
利
上
）
。

返
言
の
水
利
の
興
工
に
は
実
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
り
、
互
に
隠
蔽
し
て
い
る
か
ら
、
臣
僚
上
署
し
て
す
で
に
水
利
工
事
の
完
了
し

た
と
こ
ろ
は
、
同
農
寺
に
令
し
て
、
楓
籍
三
管
す
べ
き
こ
と
を
乞
い
、
不
実
の
も
の
は
戴
く
法
に
よ
っ
て
罰
す
べ
き
と
し
、
詔
し

て
す
で
に
興
修
水
利
は
よ
ろ
し
く
鷺
簿
拘
管
さ
す
こ
と
と
し
、
体
訪
し
て
不
実
不
当
の
も
の
は
、
聞
奏
さ
す
こ
と
と
し
て
、
そ
の

匡
蕉
に
当
っ
て
い
る
（
宋
会
要
・
食
貨
七
水
利
上
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阪
塘
溝
河
を
開
修
し
て
鉱
水
を
導
引
し
て
民
田
に
覆
し
た
も
の
、
、
或
は
堤
岸
を
修
熱
し
て
積
濠
を
疏
決
し
、
な
が
く
水
害
を
除
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
、
或
は
廃
荒
田
を
醤
募
開
墾
し
て
、
耕
種
に
堪
う
る
に
至
っ
た
も
の
は
す
べ
て
利
害
・
功
料
を
具
串
さ
せ
、
官
を
差
遣
し
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
概
し
功
利
大
な
る
も
の
は
酬
心
す
る
こ
と
と
し
、
一
〇
〇
〇
頃
に
及
ぶ
も
の
は
第
一
等
の
酬
奨
を
、
七
〇
〇
頃
に
及
ぶ
も
の
は
第

隆
…
寧
八
年
九
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
等
の
酬
奨
を
、
五
〇
〇
頃
は
第
三
等
の
酬
奨
を
、
三
〇
〇
頃
は
第
四
等
の
酬
奨
を
馬
　
一
〇
〇
雛
は
第
五
等
の
酬
奨
を
与
え
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
と
し
、
そ
の
数
が
少
く
黒
鴨
に
該
当
し
な
い
も
の
は
、
別
に
提
挙
司
明
に
よ
っ
て
酬
奨
を
な
す
こ
と
と
す
る
（
宋
会
要
・
食
貨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
、
水
利
上
）
。
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ﾙ
・
薩
禦
撃
水
利
を
お
・
し
、
瞬
嘉
事
、
種
を
簿
す
る
・
窪
、
勢
質
量
写
・
・
あ
出
護
場
食

元
豊
元
年
圏
月
十
九
日
　
は
、
受
益
民
戸
に
常
平
銭
穀
を
貸
与
す
る
こ
と
を
許
し
、
期
間
は
二
年
と
し
、
利
息
は
年
利
一
分
と
し
た
（
宋
会
要
・
食
貨
六
三
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
田
雑
録
）
。
r

元
豊
禿
年
九
月
　
八

日

梅
発
端
三
二
戸
部
判
官
李
踪
の
皿
…
＝
口
に
よ
る
と
詔
を
奉
じ
て
逃
絶
の
税
役
を
根
音
し
た
と
こ
ろ
、
蘇
州
慣
熟
県
の
天
聖
年
闘
の
簿
籍

喪
る
と
、
両
年
の
逃
聾
の
瓢
税
額
は
紬
．
絹
狸
藻
÷
甕
の
武
鑑
亙
一
。
。
書
．
石
●
匹
．
両
で
、
戸

は
一
九
五
戸
で
、
写
す
べ
き
萄
米
は
三
五
三
万
石
、
紬
絹
五
一
疋
、
綿
三
五
両
で
あ
っ
た
が
、
田
紳
の
人
戸
な
く
、
ま
．
た
転
業
す

る
も
の
な
く
、
姦
猪
は
こ
れ
た
に
よ
っ
て
省
税
を
失
陥
す
る
に
至
っ
て
い
る
か
ら
、
秘
書
省
著
作
佐
郎
劉
撚
を
知
県
と
な
し
て
民

の
帰
着
を
根
究
さ
せ
た
（
宋
会
要
・
食
貨
七
〇
・
賦
税
雑
録
）
。

　
民
は
渠
溝
∵
破
湖
の
興
廃
に
よ
る
苦
難
の
外
に
、
改
修
に
際
し
て

　
の
農
地
収
公
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
大
の
犠
牲
の
強
要
を
受
け
た
も

　
の
で
、
上
記
の
補
償
は
一
般
生
産
層
の
生
産
力
を
保
持
し
向
上
を

　
計
る
上
に
極
め
て
意
義
が
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。

②
　
煕
寧
二
年
十
一
月
の
頒
布
に
よ
る
農
田
利
害
条
約
で
は
、
明
か

　
に
煙
廃
の
上
溝
・
墨
壷
・
阪
湖
の
修
復
工
事
は
官
の
責
任
の
も
と
、

　
工
料
は
受
益
民
戸
の
負
担
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
居
り
、
両
漸

　
路
の
場
合
に
於
い
て
も
、
原
助
と
し
て
こ
れ
に
準
拠
し
た
竜
の
で

　
あ
る
が
、
民
戸
に
対
す
る
負
担
の
急
を
考
慮
し
て
、
司
農
寺
か
ら

　
の
絶
食
の
貸
与
を
は
か
る
こ
と
、
撃
茎
な
ど
の
遺
利
銭
、
隠
占
の

　
県
単
、
新
な
水
利
拓
同
等
に
よ
る
地
利
な
ど
を
納
め
て
、
こ
れ
を

　
入
夫
の
工
銭
や
吏
員
の
早
早
に
充
て
る
こ
と
を
定
め
て
、
斑
戸
負
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以
上
は
隠
田
利
害
条
約
頒
布
後
の
煕
寧
年
問
に
於
け
る
勧
農
の
実

態
で
あ
る
が
、
右
表
に
よ
っ
て
、

ω
　
阪
湖
・
渠
濃
∵
堤
堰
の
修
復
・
開
興
に
際
し
て
は
、
田
宅
消
失

　
の
民
戸
に
対
し
、
明
か
に
補
償
を
規
定
し
て
、
積
極
的
に
民
主
の

生
産
力
の
減
耗
を
避
け
る
の
措
置
を
講
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち

　
代
替
の
場
合
、
同
一
面
積
の
官
田
を
以
て
す
る
名
瀬
上
の
補
償
で

　
な
く
、
地
味
．
・
地
力
の
上
・
下
を
計
り
、
地
味
・
地
力
に
お
い
て

　
半
滅
し
て
お
れ
ば
、
給
付
面
積
は
培
増
さ
す
こ
と
と
し
、
現
銭
に

　
よ
る
補
償
に
際
し
て
は
、
不
当
な
る
廉
価
買
上
げ
は
や
め
て
、
郷

　
原
の
例
に
よ
る
等
、
正
当
な
る
価
格
に
よ
る
買
上
げ
を
行
っ
た
。

　
惟
う
に
湖
破
・
渠
溝
の
埋
廃
に
は
形
勢
戸
・
官
戸
の
水
利
の
専
有

　
に
よ
る
土
地
経
営
が
多
分
に
そ
の
因
と
な
っ
た
も
の
で
、
　
一
般
農
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担
の
不
当
を
抑
制
す
る
こ
と
に
っ
と
め
て
居
り
、
受
益
民
戸
○
負

　
担
と
い
う
原
則
に
あ
っ
て
、
し
か
も
負
担
の
急
か
ら
救
わ
ん
と
す

　
る
当
局
の
意
向
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
嵐
来
る
。
ち
な
み
に
水

　
利
拓
耕
の
工
事
に
際
し
常
平
銭
穀
の
貸
与
の
鰯
を
定
め
、
貸
与
期

　
間
を
ニ
カ
年
と
し
、
利
子
を
年
利
一
分
と
し
た
よ
う
な
こ
と
は
、

　
水
利
の
拓
開
に
当
っ
て
民
力
の
安
定
を
計
ら
ん
と
し
た
主
旨
に
よ

　
る
こ
と
を
う
か
が
う
竜
の
で
あ
る
。

③
　
水
利
の
拓
閥
に
当
っ
て
、
州
県
官
に
対
し
酬
奨
を
規
定
し
て
、

　
酬
奨
は
一
〇
〇
〇
頃
に
及
ぶ
電
の
、
七
〇
〇
頃
に
及
ぶ
も
の
、
さ

　
て
は
五
〇
〇
風
・
三
〇
〇
頃
・
一
〇
〇
頃
等
々
、
段
階
に
よ
る
こ

　
と
と
し
、
他
面
、
実
な
く
し
て
興
工
を
完
了
し
た
と
し
て
い
る
も

　
の
に
対
し
て
は
、
実
地
検
査
し
て
罰
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
。

　
以
上
ω
②
③
の
考
察
事
項
に
よ
っ
て
、
煕
寧
聴
聞
に
於
け
る
両
逝

路
の
水
利
拓
開
の
業
は
明
か
に
積
極
的
で
あ
っ
た
と
断
ず
る
こ
と
が

繊
来
る
。
事
実
、
煕
寧
三
年
か
ら
九
年
ま
で
の
諸
路
の
開
興
水
利
田

の
実
績
を
み
て
も
、
両
越
路
は
最
高
で
あ
っ
て
、
水
利
田
は
一
九
八

○
処
、
そ
の
瀬
積
は
実
に
一
〇
万
四
八
四
八
頃
四
二
畝
で
あ
っ
て

（
宋
会
要
・
食
貨
穴
一
・
水
利
田
）
、
天
下
・
の
興
修
水
利
田
三
六
万
一
一
七

　
③

八
号
と
比
す
る
と
き
、
そ
の
実
績
の
大
な
る
こ
と
を
知
る
も
の
で
、

苑
仲
掩
が
蘇
州
の
農
耕
実
績
を
か
か
げ
て

　
「
面
積
拳
万
八
○
○
○
余
頃
、
収
獲
高
は
実
に
七
〇
〇
余
憤
石
」
　
（
萢
交
正

公
政
府
奏
議
上
・
答
手
詔
条
陳
十
蕩
）

と
云
っ
て
い
る
こ
と
は
、
拓
耕
の
成
果
と
も
云
う
べ
き
で
、
苑
成
大

が
漸
西
即
ち
呉
郡
の
地
味
の
（
細
面
志
・
巻
一
九
・
水
利
）
大
を
指
摘
し

て
、
松
江
百
濱
等
は
、
み
な
灌
概
の
利
が
あ
っ
た
旨
を
云
っ
て
い
る

こ
と
、
蘇
東
坂
が
甑
東
即
ち
会
稽
の
水
利
拓
耕
を
あ
げ
て
、

趨
基
仇
・
睦
以
東
、
　
錨
町
婆
心
州
、
　
細
粥
ラ
旧
し
思
郷
。
　
（
｛
三
隅
全
集
・
巻
六
五
．
込
調
漸

薄
閉
場
状
）

と
云
々
し
て
い
る
こ
と
等
は
、
二
陣
…
の
地
、
即
ち
両
漸
路
の
路
域
の

水
利
田
が
丁
寧
の
勧
農
に
よ
っ
て
拓
耕
さ
れ
、
天
下
最
高
の
産
米
地

と
な
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
っ
て
、
煕
寧
の
勧
農
の

成
果
は
極
め
て
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
同
型
農
政
に

み
る
積
樋
的
勧
農
は
よ
く
広
大
な
る
水
利
田
の
興
修
を
み
、
主
戸
の

増
加
に
よ
る
生
産
力
の
拡
充
な
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
面
、
官

戸
・
形
勢
戸
の
大
土
地
所
有
に
基
く
土
地
経
営
は
、
勧
農
の
推
進
に

も
か
か
わ
ら
ず
抑
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
発
展
の
み
ち
を
遊

っ
て
い
る
。
事
実
、
単
寧
の
農
政
に
あ
っ
て
は
、
渠
溝
・
湖
阪
の
修

復
に
際
し
て
も
、
正
面
か
ら
大
土
地
所
有
の
抑
制
を
強
く
打
ち
出
さ
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な
い
で
、
開
脚
に
当
っ
て
は
民
田
の
犠
牲
の
も
と
、
可
能
の
限
り
、

極
力
民
戸
の
負
担
を
最
小
限
に
留
め
ん
と
し
た
こ
と
は
す
で
に
論
じ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
荘
園
的
土
地
所
有
は
宋
代
一
貫
し
て
推
進
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
表
中
に
か
か
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

元
豊
元
年
九
月
八
日
、
戸
部
判
官
李
踪
は
「
逃
絶
の
税
役
を
根
黒
し

た
と
こ
ろ
、
　
蘇
州
懸
紐
県
の
天
聖
年
闘
の
簿
籍
に
よ
る
と
、
　
逃
絶

戸
の
税
滞
納
に
よ
る
不
納
の
馬
絹
・
綿
・
苗
米
・
丁
討
幕
の
総
額
は

一
万
一
一
〇
〇
余
算
・
石
・
両
・
匹
で
、
戸
は
一
九
五
戸
で
あ
夢
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
か
も
こ
れ
ら
の
逃
絶
戸
の
田
に
は
姦
狽
の
徒
が
拠
っ
て
い
た
」
と

云
々
し
て
い
る
。
申
す
ま
で
も
な
く
蘇
州
は
天
下
の
稲
作
地
で
あ
り
、

そ
の
生
産
力
は
路
域
で
最
高
を
誇
っ
て
居
妙
、
な
か
に
も
常
熟
県
は

そ
の
要
地
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
よ
う
な
高
度
な
稲
作
地
に
お
い

て
逃
絶
戸
の
滞
納
税
が
処
理
さ
れ
ず
、
姦
猪
の
徒
が
、
そ
の
田
土
に

拠
っ
た
事
実
は
大
土
地
所
有
が
高
度
生
産
地
と
い
え
ど
も
推
進
さ
れ

た
こ
と
を
物
語
る
事
例
と
云
え
よ
う
。
か
く
し
て
兼
井
の
家
の
土
地

所
有
の
欲
求
は
、
熈
寧
・
、
元
豊
以
降
、
い
よ
い
よ
進
め
ら
れ
、
阪
湖

の
賢
立
や
民
田
の
兼
井
に
と
ど
ま
ら
ず
し
て
、
更
に
は
そ
の
お
も
む

く
と
こ
ろ
、
官
田
を
も
侵
占
す
ら
行
う
に
至
っ
た
。
即
ち
政
和
一
7
6
年

五
月
二
十
七
臼
の
臣
僚
の
雷
に
よ
る
と
、

．
天
下
係
官
田
産
、
　
在
常
平
司
有
薬
売
法
、
　
腰
折
納
抵
当
買
絶
之
類
是
也
、

再
転
運
司
有
請
佃
法
、
天
荒
・
逃
田
・
省
荘
之
類
是
也
、
癬
余
閑
田
名
類
非

　
一
、
往
往
荒
廃
不
耕
、
難
産
有
鐵
売
請
細
巨
人
、
又
為
豪
排
撃
侵
冒
、
輸
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

税
賦
十
無
一
・
二
、
欺
弊
百
鴫
、
理
難
斉
一

と
あ
り
、
係
官
田
産
の
坐
作
は
常
平
司
の
管
轄
に
よ
る
も
の
は
出
売

法
に
よ
り
、
転
運
司
管
轄
に
よ
る
も
の
は
請
漁
法
に
よ
っ
て
行
っ
た

と
し
て
い
た
が
、
実
際
は
出
売
請
佃
の
人
が
あ
っ
て
も
、
多
く
は
権

勢
の
家
の
侵
冒
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、
税
賦
は
十
分
の
う
ち
一
・

一一

熹
[
め
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
勿
論
、
官
田
の
侵
占
は
北
宋
末

に
限
ら
「
れ
た
わ
け
で
な
い
が
、
集
権
体
制
の
弛
緩
は
こ
の
状
勢
を
よ

り
馴
致
さ
す
に
至
っ
た
と
観
じ
て
宜
し
か
ろ
う
。
な
お
注
目
す
べ
き

こ
と
は
、
北
宋
後
期
に
お
い
て
富
戸
・
形
勢
戸
の
資
本
は
、
官
当
馬

に
よ
る
渠
溝
・
堤
堰
・
湖
阪
の
開
修
工
事
の
事
業
、
そ
れ
自
体
に
ま

で
浸
透
し
、
土
地
所
有
の
拡
大
を
み
て
い
る
。

　
宋
会
要
食
貨
七
・
水
利
上
・
政
和
四
年
二
月
十
五
臼
の
条
に
、

工
都
言
、
前
太
平
州
軍
事
内
宮
蹴
宗
原
請
開
修
、
自
運
州
至
野
州
、
宵
来
古

道
埋
塞
者
凡
七
処
、
以
成
運
河
、
入
発
呼
一
百
五
十
里
、
可
避
一
千
六
百
里

大
江
風
瀞
華
言
、
凡
用
夫
五
百
二
十
六
万
一
千
一
百
七
十
五
、
工
米
五
万
七

千
よ
八
百
一
二
十
山
血
㎝
繊
、
又
鰐
晶
就
工
興
築
、
肖
q
古
江
水
、
浸
没
膏
脚
…
m
田
、
白
丁
二
百
頃
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至
万
頃
者
凡
甲
所
、
譜
四
万
二
千
余
頃
、
共
三
百
頃
以
下
者
又
皇
孫
、
乞
依

宗
原
任
太
平
州
判
官
臼
即
興
政
和
好
田
例
、
召
入
戸
、
窟
備
財
力
興
修
、
更

不
用
官
銭
根
、
鋤
府
畿
見
行
興
修
水
利
法
、
不
三
等
第
、
町
鳶
佃
、
歳
約
得

官
記
一
百
余
万
費
碩
、
…
…
詔
差
膳
部
員
外
郎
沈
錺
、
同
町
路
常
平
官
、
摺

度
措
概
。

と
あ
っ
て
、
工
部
の
言
に
よ
る
と
、
盧
宗
原
の
乞
請
に
よ
っ
て
実
施

さ
れ
た
江
南
東
道
の
江
州
か
ら
両
漸
路
の
真
州
に
古
賢
の
煙
賢
し
た

も
の
凡
そ
七
処
を
開
繋
し
て
運
河
と
す
る
開
修
工
事
に
、
工
役
人
夫

の
延
豪
貴
五
二
六
万
一
一
七
五
人
と
米
五
万
七
八
三
五
石
と
を
必
要

と
し
て
居
り
、
彪
大
な
る
入
費
の
事
実
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
入

．
費
支
弁
に
は
太
平
州
（
江
南
東
路
）
で
施
行
し
た
政
和
好
田
の
例
に

よ
っ
て
、
民
間
有
産
戸
の
財
力
に
よ
る
こ
と
に
し
、
勢
い
等
第
を
限

ら
ず
し
て
請
佃
を
認
め
る
こ
と
に
す
る
・
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
。

従
っ
て
多
く
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
工
事
に
古
銭
・
資
材
を
投
入
し

得
る
も
の
は
在
地
の
権
勢
戸
で
あ
り
、
請
佃
も
従
っ
て
資
本
投
入
の

戸
に
占
め
ら
れ
る
こ
と
は
必
定
で
あ
っ
て
、
大
土
地
所
有
者
の
思
弁

は
覧
の
水
利
憲
章
に
資
本
を
投
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
拡
大

し
て
行
っ
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
。
勿
論
、
こ
の
運
河
の
開
馨
工

事
の
完
成
に
よ
っ
て
、
拓
耕
の
対
象
と
な
る
耕
地
は
、
先
掲
史
料
の

工
部
の
醤
に
工
事
と
関
連
し
て
か
か
げ
て
、
　
「
江
水
の
浸
没
に
よ
る

沃
土
に
つ
い
て
、
一
二
〇
〇
頃
か
ら
一
万
頃
に
及
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
が

九
処
、
計
四
万
二
〇
〇
〇
余
頃
、
三
〇
〇
頃
以
下
を
ふ
く
む
と
更
に

こ
れ
を
上
廻
る
」
と
し
て
い
る
事
実
に
照
し
、
広
大
な
る
地
域
が
想

定
さ
れ
、
完
成
の
暁
に
は
当
然
、
兼
井
の
家
の
独
占
的
占
射
の
行
わ

れ
る
こ
と
が
容
易
に
推
考
さ
れ
る
、
従
っ
て
そ
の
弊
の
来
る
こ
と
を

も
考
慮
し
て
か
、
政
囁
和
四
年
三
月
二
十
・
日
に
は
繕
部
員
外
郎
沈
鎌
の

奏
言
に
、

奉
事
相
度
措
置
江
准
両
漸
路
竜
顔
運
河
黒
革
坪
田
、
…
…
今
来
朝
廷
許
令
請

佃
、
若
馬
装
措
羅
、
得
有
合
修
地
土
表
処
、
命
乞
先
業
逐
処
官
司
散
幽
榜
示

告
諭
人
戸
、
送
納
投
状
、
理
定
名
次
、
黙
諾
修
有
日
、
令
人
戸
伊
納
多
書
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

糧
、
成
田
日
依
次
給
田

と
あ
っ
て
、
在
地
兼
井
戸
に
よ
る
独
占
を
避
け
て
一
般
人
戸
も
銭
糧

を
送
塗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
給
田
の
機
会
の
均
等
を
計
る
べ
し
と

し
て
い
る
。
要
す
る
に
水
利
修
復
に
在
地
有
産
戸
に
よ
る
資
財
の
投

入
は
明
か
に
土
地
兼
井
を
招
来
し
た
も
の
で
あ
る
と
断
じ
得
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
し
　
　
　
ち
　
　
　
も

も
の
で
、
以
上
の
史
料
に
よ
っ
て
明
か
に
権
勢
が
官
業
に
も
タ
ッ
チ

カ
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
セ

し
て
、
大
土
地
所
有
の
推
進
に
当
っ
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
う
か

が
い
知
る
も
の
で
あ
る
。
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『
元
豊
九
翌
翌
』
に
よ
る
と
、
先
塗
し
た
よ
う
に
、
両
上
路
の
主
戸

は
一
四
一
万
八
六
八
二
、
客
戸
三
六
万
二
五
九
で
、
全
戸
数
が
一
七
七

万
八
九
四
一
、
客
戸
数
は
全
戸
数
に
対
し
て
2
0
％
強
に
当
り
、
比
率

は
最
低
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
在
地
自
作
の
小
農
が
多
数
を
占
め
、

建
全
な
る
社
会
の
生
産
層
…
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
を
恩
わ
し
む
る
。

し
か
し
ま
た
一
衝
、
比
率
が
最
低
で
あ
る
と
は
云
え
、
客
戸
数
そ
れ

自
体
に
於
い
て
は
、
福
建
路
の
四
六
万
四
〇
九
九
、
江
南
西
路
の
四

五
万
一
八
七
〇
、
荊
湖
南
路
の
三
九
万
五
五
一
二
七
、
荊
湖
北
路
の
一
瓢

七
万
七
五
一
二
三
に
つ
い
で
、
多
数
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
三

，
六
万
の
客
戸
数
は
登
籍
さ
れ
た
も
の
の
数
で
あ
っ
て
、
当
代
、
商
品

経
済
の
発
達
は
労
働
に
対
す
る
需
要
増
か
ら
し
て
、
登
籍
さ
れ
て
居

ら
ぬ
ヤ
ミ
小
作
駐
屯
多
数
を
占
め
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
小
作

戸
の
数
は
事
実
は
一
二
六
万
を
上
廻
っ
て
い
た
と
申
さ
れ
よ
う
。
し
か

も
路
域
の
巌
米
を
主
体
と
す
る
商
品
生
塵
は
在
地
自
作
の
小
農
階
腰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
し
て
、
小
作
・
傭
作
を
兼
ね
し
む
る
こ
と
と
敏
な
つ
た
わ
け
で
、

大
土
地
所
有
に
於
け
る
所
要
の
労
働
量
は
三
六
万
戸
の
不
寝
労
働
量

を
遙
か
に
上
廻
る
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
て
両
町
路

の
大
土
地
所
有
は
路
域
の
生
産
力
増
強
に
則
し
て
発
達
し
、
大
巾
に

小
作
経
営
の
行
わ
れ
て
行
っ
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
申
す
ま
で
屯
な
く
稲
作
の
農
業
は
水
利
を
絶
対
と
し
た
も
の
で
、

両
々
路
の
よ
う
な
高
度
の
稲
作
経
営
に
あ
っ
て
は
水
利
の
補
修
は
勧

農
の
重
要
な
部
門
を
占
め
て
い
た
。
即
ち
水
利
田
経
営
に
あ
っ
て
は

農
政
と
し
て
渠
溝
∵
富
農
等
々
の
修
復
・
補
修
が
常
に
要
請
さ
れ
た

わ
け
で
、
こ
の
点
、
北
宋
後
期
に
あ
っ
て
も
、
熈
寧
・
一
7
6
豊
年
間
と

同
様
に
か
わ
る
と
こ
ろ
な
か
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
門
宋

扇
蟹
』
食
貨
七
・
水
利
上
・
政
和
六
年
八
月
四
四
の
条
に
は
、
平
江

府
戸
瞥
事
趙
謀
な
ど
の
水
利
宿
守
の
大
構
想
を
か
か
げ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
よ
る
と
、

蹴
岡
澄
三
省
…
冒
【
平
謝
仙
三
角
坦
戸
顧
婦
受
精
超
滞
意
、
糧
度
平
江
府
薪
西
水
、
旧
旧
藩
一
一
一
十
⊥
ハ
浦
…
、

…
…
共
絹
役
夫
一
千
七
百
五
十
六
万
五
千
余
、
工
銭
一
塁
四
万
二
千
余
貫
、

米
五
十
⊥
一
万
六
千
ム
ホ
石
、
η
〈
発
運
酬
剛
使
応
安
塒
廻
、
薫
蒸
細
胴
視
細
浦
二
身
価
雛
情

合
行
先
開
、
共
役
夫
二
百
八
十
万
八
千
余
工
、
合
用
銭
糧
二
十
四
万
七
千
余

貫
碩
、
秀
州
・
華
墨
梁
、
欲
並
循
古
法
、
尽
去
諸
堰
、
各
置
小
罪
門
、
常
州

鎮
江
正
心
亭
鎮
、
合
字
旧
置
關
。

と
あ
っ
て
、
尚
書
省
の
指
摘
と
し
て
、

④
　
趙
震
は
平
江
府
（
蘇
州
）
の
積
水
を
相
度
し
た
結
果
積
水
の
因

　
と
な
っ
て
い
る
厘
塞
の
旧
一
二
六
浦
の
興
修
と
水
門
の
構
築
の
た
め

　
に
は
、
役
夫
一
七
五
六
万
五
〇
〇
〇
余
人
、
工
銭
一
〇
四
万
二
〇
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北宋期・両漸賂の土地所有の問題1こついて（河原）

　
○
○
測
量
、
米
墨
山
里
六
〇
〇
〇
磐
石
を
要
す
る
と
し
て
い
る
。

⑭
　
発
運
副
使
応
安
道
は
港
浦
六
力
処
の
煙
塞
を
開
修
す
る
た
め
に

　
は
役
夫
二
八
0
万
八
○
○
○
余
人
、
銭
糧
二
四
万
七
〇
〇
〇
余

　
貫
・
石
を
要
す
る
と
し
、
無
糖
宿
替
県
の
修
復
に
当
っ
て
は
古
法

　
に
し
た
が
っ
て
小
書
記
を
、
常
州
・
鎮
江
府
（
潤
州
）
の
望
亭
鎮

　
は
閲
門
を
置
く
べ
し
と
し
て
い
る
。

こ
と
等
々
を
挙
げ
て
屠
る
が
、
な
お
趙
．
霧
は
・
石
の
工
事
の
諸
費
の
財

源
と
し
て
、
　
「
越
州
鑑
湖
の
封
椿
米
の
う
ち
一
〇
万
石
の
支
出
と
諸

州
常
平
本
営
一
〇
万
の
貨
宝
を
、
不
足
の
場
合
、
更
に
常
平
米
や
常

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
モ
　
も
　
し
　
　
　
　
も
　
ち
　
も

平
編
椿
銭
の
貼
支
、
空
名
度
腺
二
〇
〇
〇
道
、
承
信
郎
・
承
節
郎
・

も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
コ

将
仕
郎
等
の
官
誰
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
道
の
支
出
を
ま
た
別
に
民
聞
有
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

人
戸
か
ら
の
銭
米
供
出
等
々
」
を
か
か
げ
て
い
る
。

　
勿
論
、
上
記
の
構
想
は
そ
の
ま
ま
直
ち
に
実
施
に
移
さ
れ
た
わ
け

で
な
く
、
宣
和
元
年
六
月
七
日
の
詔
に
よ
る
と
、
趙
．
森
は
水
害
を
う

け
て
食
に
困
っ
た
民
を
召
募
し
て
役
に
充
て
た
が
、
工
役
に
当
っ
た

人
員
は
下
掲
し
て
い
る
よ
う
に
、
延
人
負
で
二
七
八
万
二
四
〇
〇
余

人
で
、
成
果
は
一
江
・
一
港
・
北
浦
・
五
八
漬
を
改
修
し
た
に
と
ど

　
　
　
　
⑨

ま
っ
て
熾
る
。
従
っ
て
暦
学
の
大
な
る
に
比
し
て
、
実
績
は
繁
し
も

大
で
は
な
い
。
し
か
し
注
R
す
べ
き
こ
と
は
、
　
「
乾
田
利
害
条
約
」

0

に
よ
っ
て
明
確
に
う
ち
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
工
事
に
お
け
る
夫
役
や

諸
費
の
負
担
は
す
べ
て
受
益
民
戸
に
担
わ
し
む
る
乏
い
う
原
則
が
、

後
期
に
於
い
て
は
増
し
竜
履
行
さ
れ
な
い
で
、
諸
費
は
多
く
を
在
地

比
㎜
戸
に
よ
ら
ず
し
て
、
官
の
椿
米
銭
穀
や
有
価
証
券
、
更
に
は
有
力

入
戸
の
供
出
黒
米
を
も
っ
て
充
て
て
居
り
、
夫
役
は
召
募
の
貧
下
戸

を
以
て
充
当
し
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
貧
下
戸
救
済
の
社
会
政

策
の
う
ち
出
さ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
い
得
る
も
の
が
あ
る
。
惟
う
に

在
地
民
戸
に
負
担
の
強
制
を
制
御
し
た
わ
け
は
、
民
戸
の
負
撞
力
が
、

す
で
に
限
界
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
有
力
戸
の
銭
米
供
出

と
相
ま
っ
て
、
水
利
の
修
復
に
よ
る
興
澄
水
利
田
に
鮒
す
る
磐
戸
。

形
勢
戸
の
痛
撃
は
、
’
煕
寧
・
元
豊
詳
言
の
そ
れ
よ
り
も
、
よ
り
強
く

推
定
さ
れ
た
と
見
て
誤
り
あ
る
ま
い
。

　
か
く
し
て
官
戸
・
形
勢
戸
な
ど
の
所
謂
「
権
勢
の
家
」
は
水
利
の

修
復
と
水
利
の
専
有
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
前
者
の
場
合
は
主
と
し
て

銭
米
の
供
娼
等
女
に
よ
る
新
田
の
馬
射
に
、
後
者
の
場
外
は
主
と
し

て
湖
破
の
占
鮒
に
よ
る
浮
田
・
附
田
の
経
営
に
よ
っ
て
、
大
土
地
所

有
の
拡
大
を
促
進
し
て
行
っ
た
も
の
で
、
か
く
し
て
、
そ
の
間
、
主

戸
の
階
層
分
化
を
招
来
し
、
地
大
に
し
て
業
広
く
内
障
連
接
す
る
と

こ
ろ
の
大
土
地
所
有
者
（
嘉
祐
集
巻
五
・
衡
論
．
田
制
）
か
ら
、
　
中
産
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自
鴬
の
農
戸
、
さ
て
は
一
〇
〇
文
か
一
〇
文
に
至
る
少
額
の
税
銭
を

納
む
る
能
力
し
か
も
た
ず
、
そ
の
実
は
客
戸
に
劣
る
貧
下
の
農
戸

（
灌
園
集
巻
一
四
・
与
張
軍
曹
処
鍛
保
甲
欝
）
に
至
る
ま
で
、
幾
多
の
階

願
に
分
化
－
し
、
富
裕
引
戸
は
、
そ
の
聞
、
土
地
経
営
を
通
じ
て
、
　
一

般
主
語
の
生
産
力
向
上
を
抑
制
し
、
零
細
化
を
促
し
な
が
ら
、
ま
た

一
面
、
客
選
に
対
す
る
と
同
様
、
そ
の
労
働
力
を
活
用
し
、
以
て
自

己
の
経
済
生
産
力
の
増
進
に
当
り
、
他
顧
、
一
般
日
戸
、
特
に
、
な

か
で
も
零
細
主
戸
に
あ
っ
て
は
、
富
戸
の
実
力
に
圧
倒
さ
れ
な
が
ら

も
、
こ
れ
と
賃
租
・
雇
傭
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
計
の
保
持
を
得

て
居
り
、
荘
園
的
土
地
経
営
に
関
す
る
限
り
、
二
老
は
相
互
に
依
存

し
、
客
戸
の
労
働
供
給
と
相
三
っ
て
、
四
域
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
、
r
、

以
て
両
漸
路
の
経
済
成
長
に
あ
づ
か
っ
て
い
た
と
云
え
る
。
勿
論
、

相
互
依
存
は
多
く
の
場
合
、
生
産
手
段
を
占
有
す
る
も
の
と
、
し
か

ら
ざ
る
も
の
と
の
違
い
に
よ
っ
て
、
対
等
で
な
く
、
往
な
に
し
て
支

配
・
隷
属
の
相
互
関
係
た
る
性
格
を
帯
び
る
に
至
っ
た
こ
と
は
今
更

云
々
す
る
ま
で
も
な
い
。

①
　
灌
園
集
・
巻
一
酉
・
鴬
張
戸
噸
処
澄
保
毛
書
。

②
元
典
章
・
四
二
・
刑
部
四
・
撃
殺
・
葦
葺
碑
佃
。

③
文
献
通
考
・
巻
六
・
曙
賦
考
六
・
水
田
。
宋
会
要
食
貨
六
一
・
水
利
田
。

④
　
宋
会
要
・
食
貨
七
〇
・
賦
税
雑
録
・
元
燈
元
年
九
月
八
日
。

⑤
　
　
幽
木
△
学
堂
・
食
貨
｛
ハ
一
二
・
農
田
雑
㎞
録
・
政
湘
悶
一
年
二
月
十
噌
九
口
H
。

⑥
宋
会
要
・
食
貨
七
・
水
利
上
・
政
和
四
年
三
月
二
十
鷺
。

⑦
拙
論
「
熈
寧
・
元
燈
年
間
に
於
け
る
土
地
所
有
の
問
題
と
商
業
資
本
と

　
の
関
連
」
（
『
福
岡
大
学
経
済
学
論
叢
』
五
巻
三
号
）
を
参
照
。
史
学
研
究
「
三

　
十
五
周
詑
念
論
文
集
」
に
か
か
げ
る
、
拙
論
「
照
寧
・
元
鐙
年
間
に
お
け

　
る
　
尚
度
生
産
地
域
に
み
る
農
耕
生
薩
と
由
陶
税
と
の
関
連
」
h
参
照
。

⑧
宋
会
要
・
食
貨
七
・
水
利
上
・
政
和
六
年
十
月
六
日
。

⑨
　
　
宋
A
四
要
・
食
貨
七
・
水
利
上
。
嘗
　
和
一
兀
年
六
日
月
七
田
。

附
記

　
農
田
利
害
条
約
が
煕
寧
の
農
業
政
策
と
し
て
、
極
め
て
意
義
の
あ
る
こ

と
を
長
瀬
二
一
は
明
確
に
さ
れ
て
い
る
（
東
洋
史
論
集
・
第
一
二
）
。
な
お
筆

春
は
そ
の
条
文
解
釈
を
経
済
学
論
叢
五
巻
三
号
で
試
み
た
こ
と
を
併
記
す

る
も
の
で
あ
る
。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　On」Uosh∂lone・保証刀禰．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yasuko　Akimund

　　It　is　well－known　that　in　the　dissolving　proeess　of　the　Ritsttryo”

律令system毛he　real　power　of　the　local　govemment　shifted　fl－oM

G6ch6郷長：to　G63痂郷司．　Tone刀禰，　who　seemed　to　do　a籍assistant

part　under　this　GbtsJzi，　was　ftc　powerful　resident　man　（of　Daimyo－tato

大名田堵existence，　really　resident　in　a　vi11age，　doing　Shisuifeo私

出挙and　others，　cultivating　K6den公田，　Sh6den庄田，1〈onden　i墾

田with　followers）as　a　unit　of　ffo保in　Kyoto　and　of　village　in　the

country，　in　place　of　the　Goho五保system　with　weak　power　of

uuification，　and　his　duty　was　examination　of　Hii非遺and　guaran－

tee　of　a　private　land　under　the　control　of　Ky6shiki京職and　Koletega

国衙．In　case　of　a　special　private　righ℃owning　only　Konden　Tone

acted　a，　part　of　community　in　ftc　village，　authorizing　colonization　of

a　waste　land　under　his　lea，　dership：　in　case　of　general　identification

in　ownership　of　ICubztnden口分田and　Konde・re　he　seemed　to　be

included　in　to云4ン6slzμ　名主．

　　　　AStudy　on　Land－owning　in　Liang－o面一ん‘両漸路in

　　　　　　the　Period　of　the　Northern　Sz6㎎宋Dyrlasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiro　Kawahara

　　Liang－che”一lu両￥｝ff路・has　already　constituted　a　main　rice－producing　area

in　the　T‘ang唐period，　where　a　large　reduction　of　house　numbers

and　production　has　occurted　because　o£’the　disturbance　’at　the　end

of　T‘ang’≠獅п@the　rule　by　maney銭family　in　the　Five　Dynasties，

which　means・the　i’eduction　of　ta．　x－payers’　houses　on　account　of

overburden，　not　of　the　productive　power　itself　which　seemed　retained

in　tne　1fte　nd－owning　itself・　asa　potential　productive　power：　along

with　a　superiority　in　land　power，　thanl〈s　to　the　emac　ncipation　from

the　overburden　of　early　Sung　’1’k’　per’iod，　in　Sung　Ehu－hu　tiilJfif

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈　654　）



increaed　rapidily　4nd　the　productive　power　progressed　and　develeped，

deserving　the　maifn　rice－producing　ac　rea　in　China．

　　Rice－producing　for　a　commodity　called　E　direct　investment　of

capital　to　the　production，　which　promoted　large　land－holdings；　then

many　C］zu－hu．　held　their　position　by　renting　rich　houses．　Economic

growth　in　this　road　ac　rea　’垂窒盾モ?ｅｄｅｄ　under　£he　balance　o£　interdepen－

dence　of　land－holdings　by　rich　houses　and　the　teac　ring　in　fragments

of　direct　producing　houses．

　　　　　　　　Spartan　State　System　and　Lycurgan　Legend

　　　　　　　　　　Formation　of　legislative　legend　and　its　period

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yaichir6　Niimura

　　Since　the　5　th　century　B．　C．，　Greek　legend　told　Lycurgos　as　a

person　who　arranged　the　Spartac　n　state　system，　but　at　first　the

Spartac　n　institutions　had　not　any　relation　with　the　name　of　Lycurgos．

Then，　when　and　why　tbis　relation　was　formed　have　hardly　been

studied，　bttt　without　examinating　these　points，　the　formation　of　the

Lycurgos　legend　cannot　be　discussed．

　　At　first，　1　trace　back　its　origin　without　any　consideration　of

Lycurgos，　and　show　the　so－called　‘Lycurgos　system’　a　unification

of　two　systerns，　one　was　at　the　beginning　of　the　8　th　centttry　B．　C．

and　the　otlaer　after　the　2　nd　Messenian　War．　Next，’　1　research　the

personftc　lity　oi　Lycurgos　who　is　thought　to　have　no　relation　with　the

legislative　worl〈，　which　is　of　the　reac　l　Defender　o£　the　fatherland．

　　These　two　questions，　the　forming　process　and　a　personal　history

of　Lycurgos，　are　treated　in　this　article，　which　offer　some　suggestion

to　explan　the　bacl〈ground　of　forma．　tion　of　the　legislative　legend．
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